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1. はじめに

筆者誌， I日稿において， P.ラーバントが編纂したマグデプルク法に関す

る2つの法史料， 1250-60年頃の『裁判制度の法書 (DasRechtsbuch von 

Gerichtsverfassung) Jlと， 1270年頃の Fマグデブlレクの参審人法 (Das

Magdeburger Schoffenrecht) Jlを論じたが，本語も，同じ様にマグデブ

ノレク法史料を詔介し，その内容を検討する(九ここで取り扱うのは『マグ

デブルク・プレスラウ体系参審人法 (DasMagdeburg-Breslauer Sys-

tematische Schoffenrecht) Jl (一一以下，体系参審人法と略記する。一一)

と呼ばれる法書でるる(2)。

この体系参審人法は，前述の 2法史料とは明§かに 2つむ点において異

なっている O
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近畿大学法学第54巻第 2号

(1) マグデブルク・ザクセン法の法史料

この体系参審人法の編纂場所はマグデブノレク市またはその近隣ではな

く，マグデブルクから南東へ 300km程離れたシュレージェン(現在のポー

ランドのシロンスク〉地域のプレスラウ市である。したがって，これは，

も誌や狭い意味での「マグデブルク法J，すえEわち，都市マグデブルクま

たはその近隣地域において妥当した法ではな~'0その内容にも少なからず

プレスラウ特有の地域性が認められるO とはいえ，プレスラウは， 13世紀

のドイツ入による都市建設以来，マグデブルク法を継受してきたマグデブ

ルク法都市であるから，体系参審人法の中にも多くのマグデブルクの参審

人の法判告や法教示が含まれている叱このような，マグデブルク法を基

盤とし，そこに地域的な特殊性が加味された法は，マグデブルク法とは呼

ばれずに，より正確には「マグデブノレク・ザクセン法 (Dasmagdeburg-

sachsiche Recht) Jと呼ばれているようである(4)。

マグデブルク・ザクセン法の主要な一一現在でも，容易にその内容に接

近することのできる一一法源として昔から知られていたのは， 14世紀後半

に登場する「古クルム法 (deralte Kulm) J (クルム市において編纂)， 15 

世紀への転換期に登場する fマグデブルク法質問 (Magdeburger

Fragen)J (トルン市において編纂)等である的。体系参審人法が，これら

の法源の蓋接的な素材に，そむ編纂時期から見ても，なっていたこと詰ま

ちがいな~'0プレスラウ市自体でも， 15世紀末には，同市の膏力な蕗入門

関iこ属し，参審入・市参事会員を歴在したポップラウ (KasparPopplau) 

0435 ? -1499) という人物によって「正しき道筋 (derRechte Weg)J 

という法書と，その解説書としての Remissoriumが編纂されたとされる

が，ここにも体系参審人法はその痕跡を留めているのである制。

したがって，この体系参審人法は，マグデブルク・ザクセン法を概観し

うる最初の包括的な法史料のーっということになる G
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(2) 編纂時期としての14世紀後半

この体系参審人法と，筆者が18穣において論じておいた二つの法史料，

F裁判制度の法書』と， 1270年頃の『マグデブルクの参審人法』との，も

う一つの相違点は，その編纂時期である O 中堂プレスラウ法を詳細に論じ

たゲルリッツ (Th.Goerlitz)によれば，体系参審人法の編纂時期は， 1370 

年頃から1380年賓の題の時期とされるヘ

13世紀後半とは世紀後半の時には100年という隠たりがあり，しかも

1270年から1330年頃の間には，マグデブルクでも，プレスラウでも，大き

な社会・政治的な変動が見られる。

マグデブルクでは， 13世紀半ばまで，参審人が，大言教のミニステリ

アーレンとともに，市参事会の構成員として市の行政に関与していたが，

1240年代頃から，中層市民量一一いわゆる大組合の代表，異棒的には，商

人組合，衣隷商組合，小売り高組合，毛皮加工業者 (Kurschner)・靴工・

製革工 (Gerber)等の親方(8)ーーが，次第に市参事会に席を占めるように

なり，彼らは豊かな上層市民とともに，参審人やミニステリアーレンを次

第に市の行政から排除するようになっていった。 1293年の市の大火災の後

iこは，参審人等は市参事会庁舎の部屋からの立ち退きを迫られ，これは同

時に，参審人の市の行政からの撤退をも意味することになった。他方，参

審人の後ろ楯でもある大司教と市参事会との対立も深刻化し，それは1325

年む大司教ブルとャノレト 3世(1307-1325)の殺害にまで立ち至った。た

だし，幸いにして，その次む大司教オットー(1327-1361)は市民との妥

協を図ったから， 1330年頃には，市民たちと大司教との対立誌一応終患が

密られることとなった。その結果，ブルクグラーフ識は，市民が任命する

シュルトハイスに委ねられること，参審人も市民から選抜されること，が

取り決められた。また，市参事会自体の構成にも改革が加えられ，市参事

会員は毎年の選挙によって選ばれること，五大組合のみならず，中下震の
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市民の代表として「普通」組合の代表も，市参事会に席を占めることが定

められたのである綿。

こうして，参審人から構成される参審人委員会は，市参事会よりも実質

的に下位に位置づけられることになったのであるが， しかし，裁判におけ

るその判決活動と，マグデブルク法都市に対するその法教示・法判告活動

誌維持され，むしろ，法史料的ζ莞れば，このような活動はこれ以韓本格

化し，まさにその名声を高めることiこもなった。

このような法判告や法教示は，その送付先の一つで、あるプレスラウ市に

おいても，次第に蓄積されていったω)。それが，やがて，その編纂作業を必

要とさせていくのは必然である。こむような編纂の必要性は，プレスラウ

市のみならず，それ以外のマグデブルク法都市でも生じたであろう O 本稿

で取り上げるブレぇラウの体系参審人法は，まさにこの種の編纂物の最初

のものであり，これが，司様に参審人委員会の法判告・法教示を受けてい

た他のマグデブルク法都市における編纂作業の模範となったこともまちが

いない。この体系参審人法が「古クルム法 (deralte瓦ulm)J等の法源に

おいても，その痕跡を見出す理由はここにある O さらに付言すれば，マグ

デブルク市岳体に誌，不幸なことに，参審人委員会の法判告・法教示はほ

とんど残されていないから，これらの法史料は，マグデブルク法自体に接

近するための法史料の一つでもある O

一方，プレスラウにおいても，後述するように， 1270年頃に市参事会が

或立し， 1330年頃に，市参事会を頂点とする市民吉治の体制が確立する。

しかし，その体制はマグデブルクの場合と誌異なり，参審人委員会は，お

そらく当初から事参事会の下位，すなわち，その組識の枠組みの中に往置

づけられたようであり，独自む自立した存在ではありえなかった。つま

り，彼らは，マグデブルクむ参審人と同様む法的な権威を持ち合わせては

いなかった。彼らもまた，近隣のマグデブルク法都市に対して法判告・法
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教示活動を行ったが， しかし，その擦に，彼らは最終的な法の正当化をマ

グデブルクの参審入委員会に求め続けたのである。この体系参審人法に

は，多くのマグデブノレクからの法教示や法判告がそのまま収録されている

が，それは，まさに彼らの自立的な権威を獲得できなかったことの証拠で

あろう G

このような意味において，この体系参審人法の舟容の解明もまた(狭義

の)マグデブルク法研究iこ資するところが大であることは明らかであり，

さらに，これが，マグデブルク法都市の，言わば普通法としてのマグデブ

ルク・ザクセン法の研究への道も切り開いてくれることも間違いなも王。本

来ならば，我々は，ヱーベル CFriedrichEbel)が行っているような，地

道な法史料の収集活動とその言語学的な分析を試みなければならないので

あるが，現時点では，それは筆者の研究能力をはるかに越えるものであ

る叱本寝では，とりあえずエーベルらの研究成果を踏まえながら，ラー

パント CPaulLaband)が1863年にベルリンで公刊した同名の文献を利用

し， rマグデブルク・プレスラウ体系参審人法iの内容を紹介することにし

よう位。

註

(1) 抱寝 f中世マグデプルク法における WeichbildrechtとWillkurJ (['近畿大学
法学J，第49巻第 2・3号，平成14年〉と毘 11270年頃の法史料『マグデブルク

む参審人法JについてJ['近畿大学法学J，第51巻第 l号，平成15年〉。

(2) 体系参審人法と，わざわざ「体系」という文字を参審人法の前iこ付けている

のは，この体系参審人法よりも前に「非体系j的な参審人法という法書があっ

た，という理由に基づく。。この法史料に註，後述するように，プレスラウ市の市参事会に関する条文や

その自治割定法 (Willkure) も含まれているから，まず第一義的には，これは

プレスラウ市民のための法典であり，編纂当初から，他のマグデブルク法都市

においても普遍的に妥当することを予定していたわけではあるまい。

(4) Friedrich Ebel， Des spreke wy vor eyn recht. . . ， Versuch uber das豆echt

der Magdeburger・Schoppen，in A. Fijal etc. (hrg.)， Unseren fruntlichen 

grus zuvor， Deutsches Recht des Mittelalters im mittel-und osteuropa-
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ischen Raum， Koln， 2004， S. 436. Heiner Luck， Sachsenspiegel und Magde-

burger Recht， Europ益ischeDimensionen zweier mitteldeutscher Rech七squel-

len， Hamburg 1998， S. 4lf. 

(5) Christian Karl Leman (hrsg.)， Das alte kulmische Recht， Berlin 1838， 

(Neudruck 1969)， Jacob Friedrich Behrend (hrsg.)， Die Magdeburger Fra-

gen， Berlin 1865. 

(6) ポップラウは1454年の夏学期の爵， !まんの短い期間ではあるが，クラカウ大

学で法学教育を受けたらしい。ただし，エーベルは，ポップラウが der豆echte

WegとRemissoriu訟の編纂者である蓋然性は極めて高いと述べるに宮まり，

その既定を避けてはいるo F. Ebel， der Rechte Weg， Bd. 1， S.X -X 11. {;本系参

審人法との関連条文について同書の S.XN.を参照。

ヴ) Theodor Goerlitz， Verfassung， Verwaltung und Recht der Stadt Breslau， 

Teil 1 Mittelalter， S. 121.なお，後述するように本書法 LudwigPetry による

校訂を受けた後， 1962年に出版されたものである。

(8) Helmut Asmus (hrsg.)， Geschichte der Stadt Magdeburg， Berlin 1975， 

S. 53f. 

(9) なお，マグデブルクの特殊性として， Altstadt， Neustadt， Sudenburgとい

う地域的な対立もあるが，ここでは言及しなL、。 H.Asmus， a. a. 0.， S. 54. 

綿 ラーパントは， r裁判制度の法書jに20頁を， rマグデプルクの参審人法」に

20頁一一ただし，省略部分ありーーをそれぞれ頁数として当てていたが，体系

参審人法には194頁が当て§れており，それ自体が l罷の書を或している。

立1) 16世紀後半頃のツェアプスト (Zerbst)市宛のマグデブルク参審人委員会の

法教示について詳継に検討した最近む論文として若曽根健治 r16世紀中期・後

期ウァフェーデの事件とその裁判一一ツェアプスト甫へのマグデブルク審判人

の法意見から J Clr熊本大学法学部 人文社会論集J，第 5号， 2005年 9月，

所収)がある。この論文において，氏が使用する審判人という用語は，本稿に

おける参審人と同義である。

紛筆者が実際に利用したのは， 1967年に ScientiaVerlag Aalenから再販され

たものである。

2. 中古都市プレスラウ

我が国では，中世むプレスラウ市とその毘辺地域であるシュレージェン

については余り知られていないようであるから，本論に入る前に，ここで，

その歴史を少し概観しておこう o
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(1) Th・ゲルリッツ『プレスラウ市の都市制度，行政，法j (1933/62 

年〉

筆者が管見することのできた，中世プレスラウ法史を包括的に記述した

ドイツ語文献は，ゲルリッツ CTheodorGoerlitz)が1933年に執筆した

『プレスラウ司王の都市軒度，行政，法』のみであった九第 2次註界大戦後

の，中世プレスラウに関する本格的な研究をEにすることはできなかっ

fこO

この研究の手薄さの原国は，以下のような歴史的に複雑な，かなり微妙

な感慣も梓う事構に由来するのかもしれなも可。それは，プレスラウ(現在

はブロツワフ Wroclawと呼ばれる)を含むシュレージェン(シロンスク)

地域の婦属をめぐる歴史的な変遷であるG この地域は，後述するように，

おそらく 10世紀嘆からはポーランドに属していたで‘あろうが， 14世紀半ば

からんクセンブルク家のベーメンに， 16世紀にはハプスブルク家のオース

トリアに帰属し， 18世紀からはホーエンツォレルン家のプロイセン一一広

い意味でドイツ-ーに併合され，第 2次世界大戦後は再びポーランドに婦

属するという歴史的変遷をたどってきている O こむような変遷を考慮すれ

ば，戦後プレスラウに関するドイツ語文献が減少したのも理解できる。そ

うであれば，さらに非ドイツ語文献，骨に戦後のポーランドにおける研究

も概観しなければならないのであるが，筆者の語学的な能力から現時点で

iまあきらめざるをえな~'0ただい大雑記な印象を述べると，非ドイツ語

の文献もそれiまど多いと誌言えないようであるω。

本稿では，上述のような理由から，ゲJvリッツの研究に主に抜拠するが，

しかし彼の経歴(1885-1949)からすれば，彼の研究に全面的に薮存する

ことにも少なからず麗跨を覚える。なぜなら，彼は， 1933年に故郷むプレ

スラウに戻ったきた後，ここで1939年に名誉教授となり，さらに1941年か

ら第 2次世界大戦の終了する45年までマグデブルク市の都市法史研究所の
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所長 (Direktiondes Instituts zur Erforschung des Magdeburger Stad-

trechts)を引き受けていたからである(3)。周知のごとく，プレスラウを含

む，広くマグデブルク・ザクセン法に関するドイツの主要な訴究の多く

は，第 2次世界大戦前の，替に1930年代に集中している，という事実があ

るO 当時の政治・社会状況を考慮すれば，本書にもその影響があるのでは

ないかと危慎せざるえなL可。とはいえ，ゲルリッツのこり作品は， 1930年

代iこ出版されたもので誌なく，第 2次世界大戦後，ペトリ (LudwigPetry) 

によって発見され，これに校揺が加えられた後， 1962年に出鼓されたもの

であるからω，そのプレスラウ都市法史の記述内容の客観性も，ある程震

保証されているので誌ないか，という気はする弐

このような事債であるから，我が冨において，未だ本務的に論じられて

はいない中世都事プレスラウむ法を，環時点で，ゲjレリッツの研究に抜拠

しつつ一一ただし，彼らのプレスラウ iこ対する特別な惑情にも注意しつつ

一一記述することも許されるであろう O なお，最近では，我が患でも，東

欧史に関する研究が少なからず管見されるようになっているから，本穫で

も，それらを参考にした鯨。

(2) シュレージェン史の中でのプレスラウ甫

現在のプレスラウ事はオーダー(オドラ〉汚を挟んで左右爵岸に拡がっ

ているが，中世都甫プレスラウは，基本的に 3つの地理的部分からなって

いたようである O それらは，オーダ一月!の 2つの中島，聖堂島 (Domin-

sel)(7)と砂島 (Sandinsel)，そして，その左岸〈南側)に位置し， 13世紀

末に市壁で酉まれることになる地域，の 3部分である。最後の地域は，一

部オーレ (Ohle)JIIを取り込んだ二重の市濠によって密まれている O その

大半は植民してきたドイツ入の建設による甫街区域でもある G

前述の 2つの中島の存在が，中世初期には，オーダー河の渡河にとって

- 8 (357)一
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好都合であったのであろうか，プレスラウは，古来スラブ地域の重要な交

易路のオーダー河渡河地点であった。特iこ，聖堂島には，発掘調査の結果，

8・9世紀にはスラブ人の城砦らしきものがあり，当時既に住民の定住地

が存在したことが知られている民

このプレスラウ地域を含むシュレージェン地方は，その後10世紀後半に

は，ピアスト家系のミエシコ 1世〈在位960頃-992)によって併合され，

彼は，東西ポモージェ(沿海地方)，マウォポルスカ〈クラクフを中心と

する地域〉とともに今日のポーランドにほぼ匹敵する国家統合にも成功し

た。後は神聖ローマ膏国立〉オット -1世とも親交を持ち，さらにキリスト

教にも改宗し， 1000年頃には，このミエシコ 1世む息子ボレスワ 7 1世

〈在位992-1025)によってグニエズノ (Gnesen)大司教区が設置されるに

至った。これに拝い，そむ下部司教区としてプレスラウは可教の居住地と

なり，この聖堂島に，ボレスワフ 1世は城砦を一後のマルティン教会の場

所に-建設させ，司教とともに居注することになった。まもなく，ここで

は大聖堂 (Dom)の建設も開始され， 1，000人程震の住民からなる都市的な

定住地が出来上がっていった。 11世紀項から，さらにオーダー河両岸に貴

族の邸宅，農場，商人・手工業者の定住地等かちなる集落が広がっていっ

た。 12世紀後半には，オーダ-JI/右岸(北岸〉にはベネディクト派の聖ヴィ

ンツェンツ (St.VInzenz)修道援とそれに付嘉する境内 (AtrIum)が春

在しており，左岸〈南岸)には市場定住地が成立していた。

ボレスワフ 1世の後の王〈後iこは大公)は，王国を構成する諸公領の自

立化と，近隣諸国である神聖ローマ帝国やベーメンとの宗主権をめぐる対

立の中で，間もなく安定的な治世を維持することはできなくなっていっ

た。 12世紀前半のボレスワフ 3世公(在位1103-38)は 5人の患子に王

冨の事実上の分蔀統治を命じ，シュレージェンは. 1138年，長子のヴワ

ディスワフ 2世追放公(大公としての在位1138-46)に委ねられることに
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なり，後者の死後，その息子のボレスワフ 1世長身公(在位1163-1201)

とミエシコ 1世弱足公の閣で，さらに分割され，プレスラウを含む主要な

地域の大部分は，前者のボレスワフ l世長身公の支配領域に援することに

なった。さ告に， 13世紀初めには，シュレージェン公国は，オーダー河上

流の上シュレージェン(Oberschlesien) と，下流む下シュレージェン

(Niederschlesien)とL可う二つの公冨へと正式に分割され，プレスラウは後

者の下シュレージェン公園内に位置していた叱なおも1248年には，同公

国の世襲に伴う分割によって，部分公領としてプレスラウ， リーグニッツ

(Liegnitz) ，グロガウ (Glogau)が， 1278年にはヤウエル (Jauer)が，

1281年にシュヴァイドニッツ (Schweidni tz)がそれぞれ誕生し，この地

域での一層細分化が進行した舗。

プレスラウ市内では， 1200年頃，オーダー河左岸に新たな城砦の建築が

始まり，この竣砦の東側一一現在のプレスラウ大学の敷地 CUniversitats-

gelande) 一ーに計画的な都市造りのためであろうか， ドイツ人の植民が

始まった。この植民を進めたのは，ポーランドの再統ーを呂指して国力増

強を匿ったボレスワフ 1世長身公の恵子たち，ヘンリク 1世髭公(在泣

1201-38)とへンリク 2世敬度公〈在位1238-41)であった。特にヘンリ

ク1世は，プレスラウのみならず，冨土の改良のためにズデーデン(ステ

ディ)山麓にもドイツ入を積極的に入植させていった陀彼は，ドイツ入植

民者に，その都市建設の場合iこも，農村での入植の場合と同様に，後告の

故郷での生活条件や彊習の適用を認めた。これが，主に「人身の自由，自

由に相続や処分ができる土地用益権，下級の昌治裁判権」を含む「マグデ

ブルク市の法」であったとされる館。 13世紀末までにシュレージェンでは

約100の都市が建設されることになった。

プレスラウの許画的な都甫建設は，史料上では， 1204年と1226年に CIVl-

tasの文字が，そして1214年にはシュルハイスの文字が散見されることか

- 10 (355)一
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ら，それは1210年代に始まったと考えられている。この植民と建設を請け

負ったの誌，ゲルリッツによれば，ハインリッヒ CHeinrich) という人物

であった。彼は，新車場 CNeumarkt)と聖マリア・マグダレーナ CSt.

Maria Magdalene)教会の周辺地域における，建設の指聾を執ったとされ

ている叱しかし，この建設は，モンゴル軍の東進と， 1241年のリーグニッ

ツ(レグニツァ〉の戦いにおけるヘンリク 2世の戦死によって一時的に中

軒する G この時，プレスラウ市は，モンゴル軍の占領を嫌って，自ら火を

放ったとされる O モンゴル軍の撤退後，再び建設作業は再開され，特に，

南東部分の市域開発がこれに加わり，市場広場 CGroserRing)と塩広場

CSalzring)そして聖エリザ、ベート教会 0245年頃)を中核とする，碁盤の

巨の街蕗を伴う町並みが出来上がっていった民このような都市内部の整

鑓は1260-70年嘆，高さ 6m，厚さ 2.2mの最初の市壁の完成によって完了

したようである失この市壁は，モンゴル軍の襲来を契機として，公の指

示により，そして移住者の経済的な負担の下に完成されたものである叱

さらに，その外鎮iこ，プラーニッツによれば， 1291年に，現在も残存する

事濠に沿って，第 2の市壁が築造された開。これら全体が，いわゆる，市参

事会が統治する自治都市としてのプレスラウ市となる。

ところで，このプレスラウ市を含むプレスラウ公額は，世襲による分割

に影響を受け， 1311年以後，主に近隣のノイマルクト CNeumarkt)mと

ナムスラウ CNamslau)市を含む小領となっていった。最後のゼアスト家

系のへンリク 4世公は，次第に近隣のベーメンとの接近を留り，読に1280

年頃，神聖ローマ帝国皇帝ルドル71世(在位1273-91)との間でレーン

関係iこ入っていたが，彼は， 1327年，ルクセンブルク家系のベーメン王

ヨーハン〈在位1310-46)に，彼の用益権を留保して，プレスラウ公領を

製譲した舗。

1335年，へンリク 4世が死去してピアスト家系の公家が断絶とすると，
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ヨーハンは，プレスラウ公領の統治のために新たに行政官 CLandeshaupt-

mann)を任命することになった。しかし，この職務を果たしたのは，プ

レスラウ近隣の封建領主ではなく，プレスラウ市参事会であった。これに

よって，同市参事会は，べーメン王の力を背景として，シュレージェンの

諸侯会議 CFurstentag)にも議席を占め，プレスラウ公領のみならずシュ

レージェン全体に対しても，致治的な影響力を与えることができるように

なった。 1348年，皇帝カール4世はシュレージェンをベーメン王国に併合

し，シュレージェンはポーランドから離れることになった。プレスラウ市

自体も. 1387年にハンザに加盟し，最も商業の繋栄した時期を享受するこ

とになり，同市はべーメン王国の首都プラハに次ぐ，経済，政治，文化の

中d心となった。

14・15重量己には，多くのドイツ中世都市において市民闘争が激化した

が，プレスラウも例外ではなかった。 1333年には都市内隠に対して毛識物

業者が蜂起し. 1418年には手工業者が同様に市民蜂起に立ち上がったが，

これらは都車問闘による統治体制を揺るがすには至らなかった。 1418年の

蜂記の際には 7入の市参事会員が殺害される事件も起きたが，これも皇

帝ジギスムント(在栓1410-37)の介入によって鎮圧され，首謀者の27人

は延刑された。

プレスラウの経済虫色な繁栄iこ大きな影を落とすことになるのは， フス戦

争(1420-36)の勃発とその余波，そして，皇帝ジギスムントの死去に伴

うルクセンブルク家の断絶による政治的な混乱の中で，それまでの主要な

商業路がプレスラウ甫から離れていったことである托

なお，プレスラウがマグデブルク法から離脱したのは，すなわち，マグ

デブルクがプレスラウのオーベルホーフであることをやめるの誌， 1547年

のベーメン国王フェ lレディナント 1世〈皇帝在位1556-64)の命令に基づ

き， 1548年，ボへミア，メーレン，シュレージェン，ラウジッツのための

- 12 (353)一
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上毅裁判所としてプラハに控訴院 CAppelationskammer)が鎖設されたこ

とによるものである鵠。

註

(1) Theodor Goerlitz， Verfassung， Verwaltung und Recht der Stadt Breslau， 

Teil 1乱1ittelalter.

(2) Lexikon des Mittelalters， Artemis Verlagの Breslau(2. Teil， 1983， Sp. 

610-613.)や Schlesien(7. Teil， 1995， Sp. 1481-1484.)の項の非ドイツ語文献

む索引を参照。

(3) 因みに，設は，プレスラウに生まれ， 1903-07年にプレスラウ大学で法律学

を学び，ここで法学薄士の学位も取得した。 1912年から市行政官として勤務

し，さらにトルン市，アルトナ市でも同様の経験を護んだ後，オルデンブルク

市の上級甫長を1921年から1932年まで務めた。第 2次世界大戦後， 1947年まで

アムト裁判所裁判官，その後ハレ大学の名誉教授となった。ただし，これは

Web.からの間接引用であるo Theodor Goerlitz， in Wikipedia， die freie En-

zyklop丞adia.

(4) 本書は，シュレージェン歴史協会 (dieHistorischen Kommission fur Schle-

sien)の委任に基づいて，ペトリによって編纂され， 1962年にヴュルツブルク

車において出版されたものであるO。L.Petry， a. a. 0.， V orwort. L .ペトリ (1908-1991)自身は，ダルムシュ

タット市に生まれ，フライブルク， ミュンへン，ギーセン大学で霊史学を学ん

だ後.1930年からプレスラウ大学に移り，オーバン (HermannAubin)の下で，

Die Popplau， Eine Breslauer Kaufmannsfamilie des 15. und 16. 

J ahrhunderts.という論文によって，おそらく 1932年頃，博士号を取得した。

ゲルリッツは1934年に同大学に着在するから，ペトりが一一夜自身はそれにつ

いて何も述べていないが 彼と知り合った可能性もある。 1937年，ベトリ

註， Breslau und seine Oberherren aus dem Habsburg. Ein Beitrag zur 

poli七ischenGeschichte des Stadt Breslau.とL三う大学教授資格論文を提出し，

その後，プレスラウ大学でシュレージェン史についての講師識を得たが， 1940

年には兵役に赴いた。第 2次世界大戦後， 1950年，マインツ大学の壁史学の員

外教授に職を得， 1954年から毘正教授となり， 1973年に退官した。戦後の彼の

研究は，主にシュレージェン史と中部ライン史に捧げられている O ただし，以

上は Web.からの罰接引用であるo Biographisch-Bibliographisches Kirchen-

lexikon， Bd. XVI， Sp. 1218-1228， 1999.ただし，以上む記述からも分かるよう

にペトり自身もまた，まさに20歳代から30歳代を， 1930年代後半のプレスラウ

で過ごしている。彼が，歴史の大きな流れに翻弄されることなく，プレスラウ

史研究に没頭することができたのか，事j然とはしない。
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紛 ただし，中世プレスラウについて詳細に論じた邦文の研究を筆者は本稿作成

む時点で発見することはできなかった。このことはドイツ語文献にも当てはま

るD そのため，本稿作成の時点では，市域等の詳細な位置関孫を始めとして，

少なからず暖味な部分も残さざるをえなかった。この詞題は，今後の研究の課

題とした~ ¥0 

(7) 聖堂島は，現在iま，北側の右岸地域と地続きとなっており，もはや中島では

なL、。
(8) R. Kりhler，Breslau， in Lexikon des Mittelalters 2. Teil， Sp. 610. G.五ふ

bler， Historishces Lexikon der deutschen Lander， S. 76.砂島 (Sandinsel)に

も2つの教会施設が存在し，ここにもドイツ入の定住地が成立するが，それら

は，プレスラウ市政の展開にとってそれぼど重要ではなかったようである。

Th. Goerlitz， Verfassung， Verwaltung und Recht der Stadt Breslau， S. 6.本

稿では砂島については特に言及しなL、
(9) 伊東孝之組編『ポーランド・ウクライナ・バルト史J，山JII出版社 1989年，

43-52頁。

鱒 G. Kobler a. a. 0.. S. 491. Schlesienの葉を参照。

総 伊東孝之組編，龍掲書， 56頁。ドイツ人の入植については，彼の妻 Hedewig

む影響も為ったとされるo Gerhard Taddey (hrsg.)， Lexikon der Deutschen 

Geschichte， Stuttgart 1983， S. 528. Heinrich 1.の項を参黒。

総研東孝之他編，龍掲書， 56-58真。

立3) Breslau， in Lexikon des Mittelalters， 2. Teil， Sp. 612， Th. Goerlitz， a. a. 

0.， S. 5-7.なお，へンリク 1世公からハインリッヒには，建設のための特許状

が授与されたと思われるが，その史料は残されていなL'o

鱒 この広場 (Ring)という独特必用語は， 14世記半ば頃から使用され始めたら

しい。それ以蔀は市場 (Markt)という用語が使われていたとされる。

05) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 7. 

06) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 14. 

拐 HansPlanitz， Die Stadt im Mittelalter， 1975， S. 178.これらの地域は 18市

(Alte Stadt)と呼ばれ，その東朝日に， }IIをはさんで小集落があった。ここは新

車 (NeueStadt)と呼ばれていたようである。両地域の法的な統合は1327年の

へンリク 4童公む特許状による。 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 25. 

錫 因みに，ヨーハン王の長男が，神聖ローマ帝冨皇帝のカール 4t¥t (在位1346

-78)である O

4母 Breslau，in Lexikon des l¥在ittelalters2. Teil， Sp. 613. 

(20) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 92. 
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3. 自治都市プレスラウの発展

上述のように， 1200年頃，プレスラウ公の城砦が聖堂島 (Dominsel)を

離れることによって，この中島部分は司教のみの支配区域となった。この

支配関係辻近代に入るまで変化することはなかった。一方，オーダー河左

岸iこ完成した公の竣砦は1311年には放棄され(1)こちら側は，教会地域を

捺いて，基本的に市参事会が統治する自治都市へと発展していった。つま

り，プレスラウ市の都甫君主は，プレスラウ毒教でiまなく，少なくとも

1248年以降は，註f谷の領邦君主であるプレスラウ公であった。そして，

1335年以蜂は，ルクセンブルク家のベーメン王〈場合によっては神聖ロー

マ皇帝)がそうであった。

そもそも都市建設に際して，大抵む建設都市においてそうであったよう

に，そして東欧でも一般にそうであったが，定住者iこは，一定の土地が，

所有権 (Eigentum)ではなく，世襲借地権 (Erbleihe)によって付与され

た。これは，都市君主であるプレスラウ公への地代の支払い義務が課せら

れてはいるが，実費的には，その土地所有者に当該土地の自畠な処分を許

すものであった。さらに，この世襲惜地料の収取権も，遅くとも1301年ま

でには市参事会が獲得し，それは土地説等の公的負担と変わらぬものとな

り(2) 市長は，実費的に，自らの土地に対する自由な所有権と毘様のものを

f尋ることになった。

また，市民を含め，すべての都市在民は，票用として自由民とされ，プ

レスラウ公等の封建額主との関での身分的な隷属関孫に入ることはなかっ

た。これもまたドイツ人の植民を促すものではあった。ただし，これは，

m民権がすべての都市住民に付与されたということを意味した訳で;，まな

かった。聖職者，騎士，ユダヤ人は言うまでもなく，職人のような下層民
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にも市民自危な権利は与えるれなかった。市民権取得iこは，当初は，市内で

の不動産取得が，後には，例えば14世紀半ばまでは，少なくとも武具を有

すること，またはその装嶺のための資金を調達できること，が求められた

のであるお)。

① 世襲フォークト職 (Erbvogtei)

プレスラウの建設に動員されたドイツ入の多くが，このような物的・人

的な好条件を享受したこと誌間違いないが，その建設を請け負い，実際に

植民者を連れて来た建設企業者 CUnternehmer) には，封建的な支配権

を含めた轄権が付与された。 13世紀前半のプレスラウ建設を請け負ったの

は，ゲノレリッツによれば，ハインリッヒ CHeinrichder註lteste)と呼ばれ

る人物であったが，役は，この建設に際して，都市君主であるシュレー

ジェン公一一一おそらくへンリク 1世公一ーから，沼市内での世襲フォーク

ト識を得た。これほ， I日市内における上級・下級裁判権であった。具体的

には，市裁判 CStadtgericht)での可会役，つまり裁判の関櫨を司る権限

であった。この職務は同時に一定の裁判収入をも保証した。すなわち，裁

半日収入の 1/3は彼の坂入とされ，残りむ 2/3は都市君主であるシュレー

ジェン公に帰属した。彼はまた完全市民からなる市民集会の議長識も務め

た。その地に，物的な特権として，市壁近くに小城 Cgrodek)と，それに

付属する施設，その也水車小屋の領有が彼には認められていた(九

この世襲フォークト識は，マグデブルク市のシュルトハイス職iこ匹敵す

る職務と見なすことができる O なぜなら，ゲルリッツによれば， 1254年に

は世襲フォークトを含め12人の参審人がいたとされるからである O なお，

マグデブlレクのブルクグラーフに匹敵するのは，ここではラントフォーク

ト CLandvogt)であり，後は年 3回の定期裁判集会を開催した弱。

世襲フォークト職は， 1267年に上述のハインリッヒが死去すると，同じ

16 (349) 
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名前のハインリッヒ弟 (Heinrichder J ungere)に委ねられたが，題もな

く市参事会と市民は， このハインリッヒ弟が権限をき重用しているとへンワ

ク4世公iこ訴え，彼の権設を縮減しようとするようになった尺既に1286

年には，その職務iま市民の一門閥へと移され，最終的に1324年には，市参

事会がその職務が買い寂った。都吉君主のへンリク 4世=プレスラウ公

私特許状によって，市参事会がフォークトを任命する権限を有すること

を認めるに至った{7L 同年，市参事会は裁判人を自ら任命し，後者が参審

人とともに市裁判を開催するようになった。なお，沼市内の裁判収入の 2

/3も，公から，ラントフォークトへ，そして Landeshauptmannと呼ばれ

る行政官へとその納付先を変化させた。これは，後述のように，裁判権が

都市君主鶴から市参事会へと移ったことを意味した80

なぜなら，ラントフォークト職も世襲フォークト職と毘議の運命をた

どったからであるo 1334年，国王ヨーハンはラントフォークト職を円関の

Gisko de Wid (または deReste) に借款の担保として提供し， 1337年に

は，プレスラウ市をラントフォークトの裁判から解放した。ラントフォー

クト職は， 1349年に，アウフラッスングiこより， Giskoの家系の門詫へ最

義的に婦属し，これも市民の親tlに移ることになったからである叱 Lan-

deshauptmann について泣後述する O

② 軍参事会 (Rat)

世襲フォークト識を1324年に獲得する市参事会はいつ頃或立したのであ

ろうか。ゲルリッツによれば， 1261年，ヘンリク 3世=プレスラウ公〈在

往1248-66)とプレスラウ市民は，マグデブノレクの参審入と市参事会員か

ら，都市統治に関する法教示を受け，これに基づいて1266年頃までにプレ

スラウ甫参事会が成立したとする叱では，なぜプレスラウ事民はマグデ

ブルクに法教示を求めたのか。ゲルリッツは， 1261年頃，シュレージェン
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が，カシテラン CKastellan)と呼ばれる域代によって支配されるポーラン

ド法の地域と，撞長者が主に享受していたドイツ法の地域の二法領域に分

割されたことが，マグデブルクに法教示を求めることに繋がったとする叱

しかし，筆者は，この法教示は，プレスラウ公領全体というよりも，プレ

スラウ市内の政治状況と保わっていたと思う O 前述のように， 1260-70年

の時期に，市民の負担によって最初の市壁が完成した。そもそも，プレス

ラウの建設の欝にも，市民にはかなりの自治を許容されていたはずであ

るO さらに市壁の建設までもが後らの負担であったとすれば，市民が市参

事会のような自治機関の創設を求めたとしても不思議ではなL、これが，

マグデブルクへの車参事会制度についての問い合わせに繋がったのではな

かろうか。この法教示の言頭部分の第 1条から第 S条には，マグデプルク

の市参事会の構成とその権授が規定されており，これに基づいてマグデブ

ルクと同様の市参事会制度がプレスラウでも導入されたことは間違いな

い托したがって，筆者誌，プレスラウ公にとっても市民にとっても，ドイ

ツ法とポーランド法の区分が問題だったのではなく，都市の建設を担った

市民たちの自治機関をどのようにするのかが，問題だったのであり，これ

が彼らにマグデブjレクへ法教示を懇顛させることになったと考える叱

市参事会員の選挙について，上述の1261年の法教示の第 1条は「彼らは

市参事会員を l年間について選挙する Csiekuren ratman zu eime iare) J 

と規定するだけで，誰が市参事会員を選挙するか，特定していなl'0 r彼

GJは，文脈からすれば，おそらく市民となるであろうが，ゲルリッツは，

古い市参事会員，すなわち，引退する古参事会員が，薪しい市参事会員を

毎年選挙したと述べている粍この罷りで，ここでも市参事会員の自己福

充耕度が貫徹したということになる叱しかし，市参事会員の被選挙資格

としては，市民権むみが要件としてあげられ，必ずしも不動産所有が規定

されていなかったから，手工業者や小商人も市参事会員に選ばれる余地が
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あったとされる O 市参事会員職は名誉職であり，本来的には無報酬であっ

たが， 15世紀以降は，市参事会の役職についた市参事会員には，例えば行

設官 (Landeshauptmann)0)場合には年30マルク，一定の報酬が支払わ

れたようである倒。

マグデブルクとは異なり，ここでは特権的な参審人層が芽在しなかった

から，商人門閥かるなる市参事会は，市政における権力の集中を急速に押

し進めることができたようである。市参事会庁舎は， 1260年頃，市場広場

の中央に，本来鈴には倉庫・高館 (Lager-und Kaufhalle)として建設さ

れていたらしいが，間もなく，この建物の地下室で市民集会も開催される

ようになっており， 1330年代に入ると，市民集会そむものも廃止されるよ

うになった初。

自治制定法 (Willkur)は，市民集会ではなく，誓約人Ciurator) と長

老 (senior)の助言または同意を得て，市参事会員が発するようになって

いく。前者の誓約人とは，手工業組合の長たちであり，復らは，本来市参

事会による任命ではあったが， 1324年か§個々の組合の構成員による選挙

によって選ばれるようになり， 1420年以誇，再び市参事会による任命事jに

復帰した。市参事会は，自治制定法が手工業者組合と関係する場合には，

彼らの出席を求めたが，しかしそれは市参事会の裁量によるもので為っ

た。後者の長老とは，市参事会員または参審人を務めた者であり，いずれ

にせよ，有力な膏人門関に属した者であった。 1292年には 4人の名前が挙

がっている O ただし，ゲルリッツは，後述するように， 14世紀半ばからは，

行政官 (Landeshauptman討を務める第一市参事会員が長老と呼ばれた

とも述べている。第一市参事会員と，ここで言う長老が，同議の身分の者

であるのかはっきりしなL、。少なくとも長老が有力な市参事会員であった

ことはまちがいなV'oさらに1390年代からは，審議に参審人も加わったと

される叱
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大半の市参事会員が市内の有力な門閥から選ばれていたことは，地むド

イツ中世都市と基本に変わるところはないが， しかし，プレスラウで泣，

門関以外の市民層を市参事会から排捺するという;まどの閉鎖性が支配した

訳ではなかったようである O 後述するように，かなり同質性の高かった市

参事会員と参審人は， 1288年には，手工業者の代表を，参審人委員会む一

員として受け入れるようになり， 1296年には，手工業者の代表はm参事会

の中にも入ってきた。ただし，そむ人数は決して多くはなく， 1296年には

s人の市参事会員の中に l人の手工業者がいたにすぎなかった。その後

も，市参事会員の総数は， 14世紀中は-1314年から1319年までの s人を

除いて一一10人前後であり，手工業者の代表はその中の 1人ないし 2名程

度を占めるにすぎなかった在日)。

このような手工業者の市参事会への部分的な参加を，ゲノレリッツも，何

らかの民主化運動の成果のーっと誌考えてはいないようである。直接的な

言及は行われていないが，その理由は，手工業者層の上層部分が政治的に

上昇し，さらに甫参事会へと接近する一方で，この上層部分を，市参事会

を講成する高入門認が上かち取ち込んでいったこと，に求められるようで

ある織。

市長職は13世紀中には登場しなL、ゲルリッツによれば，市長が初めて

言及されたのは1333年頃の書面においてである O これは，堂襲フォークト

職を市参事会が獲得したことと関連するとされる的。その理由は明白では

ないが，興味深いのは，プレスラウでは，市長職が必ずしも，通営理解さ

れているような重要な役職ではなかったことである O すなわち，市長識は

特定の有力な市参事会員に冨定されたのではなく， 6週間から 7週間関隠

の交代制の職務であり， したがって，手工業者出身の市参事会員も市長職

に就くことができたことである O そして，その主たる任務も，市参事会の

議長ではなく，主iこ市長の公印の保管であった。
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市長職よりも重要な位置を占めたのは，第 1市参事会員 (dererste託at-

mann)であった。なぜなら，この職務には門関出身者が就任し，その者

は，市参事会の議長も務めただけではなく， 14世紀には，神聖ローマ皇帝

カール 4世が市参事会に授与した行政官 (Landeshauptmann)識も務め

るようになり，さらに1360年代からは市裁判の裁判長も務めるようになっ

たからである O 第 1m参事会員は， 1422年以降，市参事会記録簿 (Ratska-

talog)によれば，長老 (Senior)または市参事会長老とも呼ばれた。この

長老がその職務を果たせない場合は，次頗位の第 2市参事会員がその職務

を代行した。したがって，諒述の市長は，言わば，第 1市参事会員または

長老の陪罪者にすぎなかったのである民

③ 市書記 (Stadtschreiber，notarius) 

統治機構としてお市参事会は市参事会員からのみ構成されていた訳では

なt，。市参事会員一一参審人を含む一ーは，無論，市参事会の議事に参加

するだけでなく，行政官的な役職を，単独で，または委員会の一員として

担当した。さらに言庁としての市参事会の役職ではあるものむ，市参事会

員ではなく，宮擦とも言うべき役人によって担われた役職も存在した。そ

の中で，マグデプルク・ザクセン法を考えるうえで重要な役職であったの

が市書記載である O

ゲルリッツによれば， 1287年に，ヴィルヘルム (Wilhelm: 1287-1299) 

という名前の，聖職者ではない俗人の市書記が初めて霊場する割。彼は，

この年から記録が開始された事参事会記録簿の設置にも携わったとされ

るO ヴィルへんムむ後. 1300年に市書記は 2名に増員され，その一人，

得業士 (Magister)のベーター CPeter)は，書記長 (Protonotar)また

は第一甫書記の称号を得た。彼は，さらに HenricusPauperと呼ばれる都

市張簿 (Stadtbuch)の設置にも係わったとされるω。15世紀末には，市書
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記iま， 3人にまで増員されている O

1370年代から，市書記は正規の公証人も務めており，彼らは既に教会法

とローマ法iこも通じていたようである。上述の市書記ベーターも，得業士

という肩書から分かるように，一定の法学識を有する者であったと考えら

れる民

以上のように，市書記の職務が，主に市参事会における法律行為を都市

鞍簿類に記載することではあったとしても，その記録イとの擦に，彼らの

ローマ法・教会法的な法知識が活かされることはなかったのであろうか。

本稿が論じる， 14世紀後半の捧系参審人法の編纂の擦に，彼らの法学識が

活かされることはなかったのであろうか。これまでの訴究によれば，その

毘答は否定信である O 例えば，ゲjレリッツは，体系参審人法には，ローマ

法・教会法の影響は見られないのは鈎，体系参審人法の編纂時の二人の

市書記，得業土ザイドウ CMagisterErasmus Saydow) とリンケ CPaul

Linke)，の内の，後者の年少のリンケがその編纂に携わったから，ではな

いかと準測している叱

舎参蕃人委員会 CSchoffenkollegium)

参審人も，ゲルリッツによれば，市参事会員と同様，毎年，退職する市

参事会員によって選ばれていた。マグデブjレクのような参審人の自己稽充

制はここにはなL、。言わば，彼らは，市参事会を頂点とする立法・行設・

司法の統治機構に組み込まれたー(可法〉機関という印象を与える O マグ

デブルクの参審人委員会と事参事会む関係を，筆者は f分離型」と名付け

たことがあったが プレスラウ市は，マグデブルク法都市であるにもかか

わらず，むしろ「融合型J，こ属するか，そもそも特権的な参審人層が存在

しなかったとすれば，すなわち，都市統治を担っていた参審人から権力を

奪う形で市参事会が成立することがなかったとすれ試，参審人が存在せず
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市参事会に権力が集中していたリューベックに近い型ということにもなる

cであろうか。それゆえ，ここでは参審人と市参事会員の区別が少ない

分，既に市参事会員について述べたことが参審人にも妥当する。彼らは市

参事会の議事にも部分的に参加し，さらに行政的なを務も引き受けてい

た織。

参審人委員会は， 14世紀白法書によれば， 9入の市民的な門閥と 2人の

手工業者かる構成されていた。彼らの主たる任務は，事裁判 CStadt-

gericht)でのマ夕、デブlレク・ザクセン法の適用であった久市裁判は，前

述のように，本来は世襲フォークトが開寵する裁暫であったから，マグデ

ブルクにおけるシュ jレトハイスの開催する裁判所，頭謂，参審人裁判所

CSchoffengericht)と同じであった。マグデブルクの場合でもそうで為っ

たが，ここでも，この法廷に11入の参審人全員が常時出産していたのか，

それとも数人の出席によって開催可能であったのか，はっきりとはしな

t '0 しかし，裁判開催の言頭の，関式についてのフォークトと参審人との

関での議式的な暫決雲間と屈答は， 5入の参審入の回答を予定しているか

ら，少なくとも，この裁判の開謹のためには 5入の参審人の出席が必要と

されたと言える O

この市裁判辻，プレスラウの18市と新市において別個に開催されてい

た。 I日市では，司王参事会庁舎の東棋の入り口ホールで 2遇寵間掃の金曜

日毎に，新市では 2週間関需の月曜日毎に開催された。 1407年の自治制定

法によれば，市裁判は大裁判集会 CGrosding)と小裁判集会 CKleinding)

に区分されていた。 16世紀の参審人記録簿 CSchoffenprotokollbuche)に

よれば，前者の大裁判集会は，本来の市裁判であり，後者は，追加的な，

軽微な訴訟を扱う裁判集会であった容に

上述のように，市裁判の関式をめぐるフォークトと参審人との間での儀

式的な判決質問・自答は 5入の参審人による判決毘答というプレスラウ
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独自の方法を付加してはいたが， しかし原期的に辻，ザクセンシュどーゲ

ルに見られる伝統的な関式方式と大差はなく腕，吉裁判はドイツ中世の伝

統的な裁判と同様であった。ここでも裁判は京期として公開であった。

しかし，審理の進め方には，マグデブルクの参審人たちが維持したよう

な岳主・自立的な審理をここで読み取ることはできない。ゲjレリッツ誌，

15世紀前半の具体椀を根拠として挙げているから，それが本来的にそうで

あったのか明らかではないが，それによれば，参審人委員会は法律関題に

ついて結論を見出せない場合， 2入の参審入を捷者として市参事会に送

り，法の教示を求めたというのである腿。マグデブルク市参事会が法律問

題についてマグデブルクの参審人委員会に，しばしばその問い合わせを

行ったのとは逆である O そもそも，この裁判を主宰する裁判人も世襲

フォークトであり，この職務も最終的に1324年に市参事会の役職と化して

いたのであるG さちに，プレスラウむ参審人識の成立が，市参事会と毘様

に1260年代よりも誌にそれiまど遡るないとしたら，この裁判もまた，本来

的に市参事会に属する司法機関であったとしても不患議ではなL、。

ここから，なぜマグデブルク宛の法教示の懇願が，参審人委員会からで

はなく，プレスラウ市参事会から行われたのかも理解できるO すなわち，

後者の事参事会員らが参審人の質問に適切な回答を行うことができない場

合iこ，甫参事会員は，さらにマグデブルクの参審人委員会へ法の教示を求

めたのである O その書面には，当該事案の事実関保と，市裁判での審理経

過が記載され，プレスラウ車参事会の封印が付けられたのである。マグデ

プルクの参審人委員会は，送討されてきた書面に，彼らの判決を書き込み，

それをプレスラウの参審人委員会へと返送した。因みに，この法判告は，

判決を懇顧する娘都市の参審人委員会に対するマグデブルクの参審人委員

会からの判決提案であって，判決そのものではな~'0つまりマグデプルク

の参審入委員会はプレスラウの控訴審ではなかったのである失
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プレスラウの市裁判が管轄するのは，自治制定法とは関係のない，従来

の民事・剤事事件である O その裁判張薄はなお去最失したままであって，ゲ

ルリッツも，刑事事件について幾分詳組に論じるのみで，民事事件につい

ては，死手の証明の援和等を強いて， !まとんど言及していなL、。

刑事事件については，死刑と身体飛に関する事件を市裁判が管轄し，そ

れ以下の軽罪である Frevelまたは excessusについて泣市参事会が管轄し

た。さらに，追放刑 CVerfestung)辻市裁判において下されたが，その執

行には市参事会が責任を負い，追放者の記録簿である追放張簿 CVerfes-

tungsbuch) もまた市参事会が管理した失

ところで， 14世紀項から「ラントに有害な人物」への訴追と荊罰の手続

きが始まるとされるが，プレスラウでも，この権限は， 1342年， 00王ヨー

ハンによって市参事会に正式に承認された。この権限は， 15世紀に，市参

事会がその他の犯罪についての訴追と刑罰権を拡大するのに役立つことに

なった器。容疑者は，事参事会庁舎において 2人の参審人の立ち会いの下

に審開に付され，その審問結果に基づいて，市参事会員と参審人が合司会

議において票決により判決を決定し，そして市裁判においてその判決が宣

告されるという形式に変わっていった。この方式は，我々には， リュー

ベック市参事会における刑事訴訟を思い出させるO

このように，プレスラウの甫裁判は，外観的には，マグデブルクのシュ

ルトハイスの裁判を導入してはいたが，次第に，その裁判権は市参事会に

よって吸収されていったのであるo

これは，その他の民事手続き，例えば，不動産に関する手続きにも晃て

とれる O 不動産の贈与・質入れ・売却と関わる事項は甫裁判で行われ，不

動産の移転と関係するアウフラッスングも，本来的にここで行われなけ

ればならなかった。しかし，ゲルリッツは，現実には，市参事会が世襲

フォークト職を獲得した後の1350年頃からは，市参事会においてもアウフ

- 25 (340)一



近畿大学法学第54巻第 2号

ラッスングが行われるようになったと言う O なぜなら，プレスラウの参審

人委員会は，独岳の張簿を管理せず，アウフラッスングについても，これ

に関する書面を発行するにとどまり，その帳簿の管理も市参事会は行って

いたからである。したがって，後者の都市帳簿への登記行為が次第に従来

のアウフラッスングに代わる効力を持つようになるのは必然である。 14世

紀中は，自治制定法 (Statut)により，繰り返し市裁判でのアウフラッス

ングが命じ§れるものの， 15世紀半ば頃から，市参事会におけるアウフ

ラッスングの環行が，市裁判でのアウフラッスングを上国るようになるの

である粍なお，参審人委員会も，独自の帳簿を有していたが，これは参審

人によって振り出された書面を綴じただけのものであった。

最後に，参審人委員会のオーベルホーフ機能についても少し触れておこ

うO 東欧には，プレスラウを含めて多くのマグデブルク・ザクセン法都甫

が存在し，それら辻最終的iこはマグデブルクの参審人委員会をオーベル

ホーフとしていたが，プレスラウの参審人委員会も，これらの都市に対し

てオーベルホーフとしてむ機能を果たすことがあった。ゲルリッツによれ

ば， 13世紀後半には未だマグデブルクの参審人委員会がオーベルホーフと

して撲龍してはいなかったから，なおさらそうであった郁。プレスラウか

らの最初の法教示は， 1280年，グロガウ (Glogau)市に対して行われた。

また，プレスラウは，法教示や法判告を必要とする都市の仲介役として，

マグデブルクの参審入委員会に問い合わせを行うこともあった。このよう

にして，プレスラウの娘法都市の数は， 14世紀後半までにプレスラウ公

領を中心として，増加していった民

オーベルホーフ活動としてのプレスラウ参審人委員会での審議では，そ

の参審人長老が議事進行役を務め，ここには市フォークトは関与すること

はなかったが， 1360年のゴールドベルク (Goldberg)市宛の法教示からは，

この審議への市参事会員の共識も知られている。この事実からも，ブレス
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ラウ市参事会が，法律問題に関する最終決定権を有していたのではないか

という誰澱を許すのである勝。

⑤ ラントフォークトと Landeshauptmann

これらの職務については f世襲フォークトJの項においても少し言及し

ておいたから，ここでは語路にまとめるだけに留めよう O

世襲フォークト職を始めとする都市君主の役識は，プレスラウの市民自

治の発展に伴って，m参事会や有力な市長の側に帰属していった。世襲

フォークト職は， 1324年に市参事会に掃麗した。毘様に，マグデブルク市

cブルクグラーフ職に匹散するラントフォークト識も， 1334年，プレスラ

ウ市を含むブレスラウ公領がベーメン王冨に帰露するととともに，市民の

棋に掃した。その代わり，ベーメン国王ヨーハンは，ラントフォークトに

代えて，新たにこの公領の統治のために Landeshauptmannと呼ばれ

る行致官職を設けたが，この職務を実際に引き受けたのはプレスラウ市参

事会であった。

以上のように，プレスラウ甫は，その都市君主の支配を常に受け続けて

いたのであるが，その支記を担う官職を自ら獲得することによって，市参

事会は自らの自治権を確保したのである G

ここまでのプレスラウの自治都市への発展の概観によって，我々は，

1260年代頃から開始した市民自治の発震が， 1330年代に，実質的に藷入門

調が支配する市参事会の登場によってほ迂完成に至ったのではないか，と

いう印象を受ける O それは，マグデブルクとは異なり，市内における権力

装置である行政・立法・司法がすべて市参事会に集中するという， リュー

ベック市のような建設都市の様梧を示していることである G ただし，

リューベックとは異なり，市参事会を実質的に支配する商人門闘は手工業
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者を排除してはいないが，地方で，有力な市参事会員と都市君主との結び

つきの強さも十分に惑じられる O ゲノレリッツがそれを意識的に言及してい

たのか判黙とはしないが，プレスラウ市参事会の権援の集中化と，それを

承認する国王〈皇帝)の特許状が一一本稿では，具体的に言及することが

できなかったが一一常に掻伴しつつ登場しているのは興味深~'0すなわ

ち，市参事会，特に有力な市参事会員は，その支配の正当化として，都市

君主の特許状を頻繁に利用していた，ということである O おそらく，これ

は，対外的に，近隣む封建領主に対するプレスラウ甫参事会の威信を確保

するためだけではなかったで為ろう O 上述のごとく，市参事会にも参審人

委員会にも手工業者の代表は参加しており，これらの統治機関を有力な上

層市民が掌握することはできても，彼らがそれらの議克を独占すること誌

できなかったからである。こむような，市内の権力状況下で，上層市民に

よる門関支配が貫徹されるためには，都市君主の役識を手放さず，都市君

主とり結びつきを維持し，その後ろ請を確保し続けることが必要だったの

ではなかろうか。 1418年の手工業者の鋒起に対する皇帝ジギスムントの介

入と弾圧は，そのことを窺わせる。封建社会における甫民自治む特徴がよ

く現れているように思われる O

註

(1) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 3. 

(2) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 9. 

(3) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 16. 

住) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 15-16.世襲フォークト識については，体系参審人法

では第2篇第 2部第4条，第27条，第30条，第72条に規定されている。さらに，

第77条では世襲裁判人 CErbrichter)が登場するが，これも世襲フォークトで

あるとされる。いずれの条文も，裁判の擦の世襲フォークトの職務に係わるも

のである。

(5) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 15 und S. 33. 

(6) 体系参審人法第 2篇第 2部第24条に泣，世襲フォークト職の相続をめぐる訴

訟について，マグデブルクの参審人委員会が屈答した法判告が収録されてい
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るG これはエーベルによれば， 1322年12月 8日に回答されたとされるo Th. 

Goerlitz， a. a. 0.， S. 31. F. Ebel，五在agdeburgerRecht， Bd. 2. die Rechtsrnit-

teilungen und Rechtsspruche fur Breslau， Teil 1 : Die Quellen von 1261 bis 

1452. Koln 1989. S. 22. 

(ち 新市の世襲フォークト識も， 1329年には，プレスラウ市参事会に売却された。

Th. Goerlitz. a. a. 0.. S. 30-31. 

(8) 新市の裁判収入は，市参事会のみに帰属したo Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 32. 

(訪 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 33. 

UO) 1261年の法教示については， P.Laband，11agdeburger豆echtsquellen，S. 

14-23畢 F. Ebel， 11agdeburger Recht， Bd.2.， S. 1-16.プレスラウ軍参事会の成

立について Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 16. u. 34. 

QJ) 筆者には，ゲルワッツは，この 2分割と， 13世紀初頭の上下シュレージェン

公園の成立とを混同している，ように思われる。 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 19. 

<<2) 第 1条は市参事会員の選挙，第 2条は市参事会の市場裁判権，第 3条は市民

集会についてむ市参事会の顎催権，第 4条は市民集会への甫員の出席義務，第

5条と第 6条は市場における市場法違反事件の市参事会の裁判権，を規定して

~.る。 P. Laband， a. a. 0.， S. 14-15. F. Ebel， a. a. 0.， S. 1-2. 
U3) ところで，この法教示の第 1条では，既に担稿でも指摘しておいたように，

参審入について一切規定されてはいないが， 1270年頃にマグデプルクにおいて

作成された『マグデプルクの参審人法JJIこは，こむ条文を含む18条が収録され

ている。こちらでは，その第 1条において，事参事会員と並んで，参審人識の

終身性がはっきりと規定されている O 樹高 r1270年頃の法史料『マグデブルク

の参審人法』についてJ，41-47頁。これも，甫参事会と参審入委員会との政治

的な関係についての，プレスラウとマグデブルクとの相違によって説明がつく

ようである。参審人層が本来的に存在し，市参事会iこも加わっている状況か

ら，参審人抜きの市参事会が分離・自立化していくマグデブルクに対して，そ

もそも「持権的なJ参審入層が存在してはいなかったと思われるプレスラウで

は，参審人職一一特にその終身性一一に関する鏡定がなかったとしても不思議

ではないからである。

U4) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 34. 

<<5) ただし，任期途中で死亡した市参事会員や参審人の補充選挙は票則として行

われなかった。 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 38. 

U6) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 35. und S. 38. 

拐 Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 20.司じ頃，世襲フォークト職もまた市参事会に婦

属するに至ったことは，前述の通りである。なお市参事会庁舎の建築はその後

も継続し， 16世紀半ばに至って，現在にもその持徴を残すゴチック様式の庁舎

が完成したとされるo

U8) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 40. und S. 21-22. 
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Q9) IEIみに，手工業者が市参事会から完全に排除されたのは， 1418年の手工業者

の蜂起の後， 1423年iこ，皇帝ジギスムントによって門閥の中から24名の市参事

会員が，選挙によらずに任命され，その体棋が1438年まで続いた時だぜであっ

た。その後，再び選挙制に復婦したo Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 35-36. 

(20) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 21. und S. 36. 

(21) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 39. 

髄甫参事会記録薄は，本来的には市参事会員と参審人の名簿 CVerzeichnis)

であったようである。 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 126. und S. 40. 

~ 彼は1299年まで布書記として在職していたらしL'0 Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 

126. 

鈍 ただし，この都市帳簿は会計簿のようなものであったらしく，本諮的な都市

緩簿は，後に耳irsutaHillaと呼ばれた1328年から1360年までの記録簿であっ

た。これは1361年からの NudusLaurentiusと呼ばれるi帳簿に引き継がれ，こ

れ は さらに1374年からは Libercivitaisに繋がっていくことになるo

Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 126. 

関 1493年に，得業士のべーラー CJohannesBehrer) Iま，市参事会の法律頭間

に迎えられた。この職務は市書記よりも高い地位にあり，その職務に就く者が

市参事会員を葉ねる場合も島った。 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 43. 

宮時 Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 121-22. 

的前者のザイドウは，ヴォーラウ CWohlau)出身で， 1371年から亡くなる1391

年まで市書記を務めていた。披誌爵時に公証人も勤め，教会裁判 Ckonsisto-

rium)での勤務により Advocatusにもなったとされる。リンケについては後

述するo Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 123. 

錦 Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 34 und S. 40-41.拙稿f中世マグデブルクにおける市

参事会と参審入自についてJ，r阪大法学J，第49巻第 3・4号，平成立年。

鴎 Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 36.無論，プレスラウでも市参事会は自治制定法を

制定し，それに基づく蓑判権と剤罰権を行使した。例えば，サイコロ賭博に関

する体系参審人法第 3篇第 2部第41条。これについては，後述の f5.rマグデ

ブルク・プレスラウ体系参審人法J0)講成」において再度言及する。さらに市

参事会は， 1324年iこ，世襲フォークト職を獲得するとともに，大抵の刑事裁判

権も掌握することになった。

繍 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 81-82.参審入室 CSchoffenstube)においても，簡

略化された手続きに基づいて審理がなされたようである。これは，記録上では

1354年に初めて登場するが，それ以前から存在していたと考えられている。

C)I) マグデブルクでは，裁判を開催するには， 3入の参審人む出席で十分であっ

7こo Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 82. 

C)2) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 90. 

鱒 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 91-92. 



倒 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 94-95. 

00 Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 97-98. 

Fマグデプlレク・プレスラウ体系参審人法j

(駒 市参事会の面前におけるアウフラッスングについては，後述の f6.~マグデ

ブルク・プレスラウ体系参審人法』の摺JJU的な特色J，こおL王て再度言及する。

(間 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 107f. 

働 プレスラウの娘法都市は，最も近隣では， 1327年にプレスラウ j昌吉 (Alt-

stadt)に統合されたブレスラウ新市 (Neustadt)である。 1280年代からは，

各都市への法教示が活発に行われるようになる。この80年代にはプリーク

(Brieg)へ法教示がなされ， 1292年にはゴールドベルク (Goldberg)へ， 93年

iこ誌リーグニッツ (Liegnitz)へと法教示がなされた。 1301年には， トロパウ

(Troppau)へ， 02年と14年にはヲグロガウに再度プレスラウからの法教示がな

された。 1324年にグロットカウ (Grottkau)へ， 27年にブリークへ，プレスラ

ウ都市法が領邦君主から授与された。 1352年には，ノイマルクト (Neumarkt)

へプレスラウ法が与えられた。その他の援法都市については，市名とそむプレ

スラウ法を獲得した年号のみを記すに留める。ベーメンのオルミュツ (Olmu-

tz) 0352年)，ハイナウ (Haynau)(57年)，ナムスラウ (Namslau)(59年)，

フランケンシュタイン (Frankenstein)とグロース・シュトレーリッツ (Gros

Strehlitz) (62年)，オーバーグロガウ (Oberglogau)(72/73年)，テッシェン

(Teschen) (74年)等である。 Th.Goerlitz. a. a. 0.. S. 108-109.ところで，体

系参審人法の第 3篇第 2部第 6条から第20条には，グロガウ宛のマグデプルク

参審人委員会の法教示が収録されている O これらの条文は，グロガウに代わっ

てプレスラウ市がマグデブルクの参審人委員会に対して行った法質問への後者

の回答で島る。この法教示が作成された年代を，エーベルは1352-1361年頃と

撞溺しているo F. Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 63-67. 

働 Th.Goerlitz， a. a. 0.， S. 109-110. 

4. P・ラーパント編『マグデブJ!tク・プレスラウ体系参審人

法J(1863年)

(1) W非体系参蕃人法 CUnsystematischesSchoffenrecht) J 

体系参審人法自体に言及する前iこ， f1. はじめにjでも指識しておい

た，プレスラウ都市法iこ関する最古の法書『マグデブルク・プレスラウ非

体系 (unsystematische)参審人法』についても少し触れておこう G なぜ

なら，この法書は，内容的iこも，成立時期も，棒系参審人法ときわめて近
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接しており，この法書について述べることは，少なからず，体系参審人法

にも妥当すると思われるからであるo 1878年に，前者の非体系参審人法を

論じたボーベルタク (GeorgBobertag)によれば，そお最古の部分は1352

年から1363年の簡に編纂されたとされる(1)。彼の推定が正しいとすれば，

この時期は，龍述のように，まさにマグデブ)Vクむ参審人委員会が本格的

に法教示や法判告を発し始めた時期である O またプレスラウでは，この時

期は市書記が蔀市帳簿を整備し始めた時期でもある。ここから，彼ら市書

記たちが，様々な法律行為，持許状，都市法と並んで，次第に蓄積されつ

つあるマグデブルクからの法教示や法判告を記録する必要に迫ちれていた

のではないか，という推澗も儀く O

このような法典編纂の動きは，さらに大きな枠組みである園都状況の変

化の中でとちえることもできるようである O すなわち. 1355年にプレスラ

ウ公領は皇帝カール 4世によって正式に神聖ローマ帝国領に組み入れられ

たが，翌56年には，後の父王ベーメン玉三一ハンの意向によって編纂作業

が開始されていた，ザ、クセンシュピーゲル・ラント法を基礎とする fシュ

レージェン・ラント法 (SchlesischesLandrecht) Jが，国王の 5人宮

(Sechser)によって完成に至ったという事実があるG この法典編纂作業に

もプレスラウ市参事会誌関与しており，具体的には. 6人官の内の 3入を

プレスラウ市参事会員が占めていたのである O さらに， 1357 (59?)年か

らは. Landeshauptmann職がプレスラウ市参事会の長老によっても務め

られるようになっている O

以上む事実から，当時，プレスラウ市参事会が，べーメン王国という新

たな枠組みの中で，シュレージェンにおける法・政治的な問題に重要な役

割を果していた，ということが分かつてくるc したがって，非体系参審人

法の法典編纂は，単なる市書記による法の収集ではなく，プレスラウ市参

事会が自分たちの法を明らかにしておきたいという意志に基っーいて進める
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れたのではないか，と思わざるをえなl)。少なくとも，市参事会が，国王

(皇帝〉に依拠しつつも，その実費的な致治的自立化を醤った時期に，非

体系参審人法が編纂された，ということは言えるのである O

さて，この非体系参審人法の条文を，篇別に並べ替え，新しい法源も付

け加えて出来上がったのが体系参審人法である O この法書は，ゲルリッツ

によれば， 1370年代から80年代にかけて作成されたとされる倍。

この1370年代前後む政治状況も一瞥しておこう O プレスラウ市とその

Landeshauptmann は， 1369年，シュレージェンとラウジッツの18都市，

並びにグラーツ (Glatz)とその Landeshauptmann，ラウジッツのフォー

クトとともに被追裁者，すなわち犯罪者の逮捕に関する同盟関孫を結ぷ

に至っている叱さらに前述のように1387年にプレスラウ市はハンザ、に

加盟しており，プレスラウが，この時期に，その最も繁栄した時期を迎え

ていたことも間違いはな L、。したがって，この1370---80年代の時期もま

た 1350年代以降のプレスラウ市参事会の市内における統治体制，そして

対外的な自立化，政治的な主導権D確保を目指す動き，に動揺は見られず，

また，これに対して大きな変更を加えるような事態も未だ生じてはいな

い，と言える O

(2) r体系参審人法』

体系参審人法の編纂作業を担当したむは，前述のように，ゲルリッツに

よれば，市書記のリンケとされる。なぜなら，彼は，年長の同療であるザ

イドウとは異なり，得業士の称号を持っておらず，必ずしもローマ法・教

会法の知識を十分構えていなかったのではないか，と思われるからであ

る。つまり，体系参審人法には後者の影響が誌とんどないとされるのであ

るG 本当に編纂者はリンケであったのかどうかについては，現在でもなお

決着を見ていないようであるが，ここでは，ゲルリッツの言に従って， リ
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ンケとしておこう O リンケについては，彼が，ダンツィヒ出身で，ザイド

ウの死後，彼の娘と婚婚し， 1415年に参審人に 1416年には市参事会員と

なり， 1419年，当地において死去したことが知られている汽

この体系参審人法は，プレスラウの甫裁判において常に蒋用されただけ

ではな~\。早くも，近隣のグロガウ (Glogau) では， 1386年，都市法書が

これを基礎にして作成されており， 14世紀末のドイツ騎士団領において

は，こむ体系参審人法iこシュヴァーベンシュピーゲル等からの増樟が加え

られ，これは新たに「吉クルム法」という名称が付け§れて普及すること

になったとされる O それゆえ，ゲルリッツによれば，まさに，マグデブjレ

ク・ザクセン法を東欧に普及させるうえで，この体系参審人法む貢献は大

であった， というのである邸。

ただし p.ラーパントが本書を出版した頃には，体系参審人法の重要

性はそれほど認識されていたとは言い難いようである G 彼は，司書の序言

において， I吉クルム法J研究にとって体系参審人法がいかに重要であるか

を繰り返し強調している。ここから，当時は， I左クルム法Jこそがマグ

デブルク・ザクセン法研究にとって重要な法史料であったことが分かる(6)。

しかし，彼の，体系参審人法と古クルム法を結び付けようとする試みが，

現在の我々の研究にとって好都合さを提供してくれているのである O すな

わち，ラーバントは，体系参審人法と古クルム法の，書誌学的な手法を用

いた， 1国々の条文関での詳結な詑較検証をひたすら行っており，それに

よって，我々は，体系参審人法と吉クルム法との類似性の高さを容易iこ知

ることができるのであるO さらにラーバントは，同書の中で， Iマグデブ

ノレクの参審人法」の場合と同撲に，その他の法源との比較検証も手掛けて

いる O 後者の法源の中には，マグデブルク・ザクセン法のもう一つの重要

な法源である「マグデプルク法雲間」や，筆者が既iこi日稿において論じた，

1265年と1291年のマグデブルク参審入委員会か§プレスラウ宛の法教示も
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含まれている O そして，同書の最後には，補遺として，これ告すべての法

史料問の符号表も掲載されており，設の研究は，我々の研究にとっても有

益で第便な道標の役害uを果しているのである情。

ただし，彼の法史料集も問題が無い訳ではなL三。最大の問題点は，この

体系参審人法に収録された条文がいつ嘆のものであるのか，ということが

十分に示されていない，ということであるc これは， F・エーベルの最近

の研究によって少なからず捕われるであろう O なぜなら，彼の『マグデブ

ルク法J(第2巻) (1989年)は，プレスラウ市の文書館に現存する，マグ

デブルクの参審人委員会から司市に送られた法判告・法教示の史料を，再

現しているだけではなく，それらの史料に，その作成年代も付けているか

らであるO ただし，それらの年氏推定の根拠が必ずしも明示的には示され

ていないかふその年代が今後惨正される可能性もない訳ではなl¥。と辻

いえ，同書は最も新しいマグデブルク・ザクセン法研究の成果の一つで、あ

るから，本稿でも，それを一部利用している(80

註

(1) Th. Goerlitz， Verfassung， Verwaltung und Recht der Stadt Breslau， S. 

120.筆者は，本稿作成時点までに，ボーベルタク論文を管見することはできな

かった。したがって，設がその時期的な画定をL、かなる根拠に基づいて行った

のかは分からな L¥o ここでは彼の論文名のみを挙げておく。 DieRechtshand-

schriften der Stadt Breslau， in Zs. d. Vereins. f. Gesch.u.Altertum Schlesi-

ens， 14 (1878). 

包) ただし，筆者は，この法書に収録された法源の作成時期等を考慮すると，体

系参審人法は， 1380年代までに完成されたむではなく，この頃からその編成作

業が始まったのではないか，場合によっては，その編纂作業は最終的には15世

紀にまで及んだのではないか，とも感じてはいる。註(8)を参照。

(3) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 96. 

(4) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 121-123. 

(5) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 124. 

(6) r古クルム詮J研究は，ラーパントの言によれば，古く近世までも遡りうるよ

うである。彼は同研究の轄矢として Hartknoch，Alt-und Neu-Pressen， 1684 

をあげているo P. Laband， Das Magdeburg-Breslauer systematische Scho・
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ffenrechtの茅言 (Vorwort)を参照。

(7) 詞書む SynoptischeTabellen， S. 196-218.リューベック法研究の場合iこも，

ハッハ (JohannFriedrich Hach) がリューベック法史料について同様の研究

を発表し，それが法史料む系統関係を明らかにし，その後の同法研究を容易に

してくれていたが，それと毘様の学問的な貢献をラーバントも果している。 J.

F. Hach， Dasalte Lubische Recht， Lubeck 1839， Concordanztafeln， S. 

592-631. 

(8) F. Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， die Rechtsmitteilungen und 

豆echtsspruchefur Breslau， Teil 1 : Die Quellen von 1261 bis 1452， Koln 

1989， S. XX 1 -xxn und S. 1-172.エーベルによれば，体系参審人法に収録さ

れた法判告と法教示の中には， 1410年頃iこまで作成年代が下る文書もあるとさ

れるO これは，体系参審人法の作成時期を， 1370--80年代とするゲルリッツ説

をかなり穆正することになるかもしれなL、

5. rマグデブルク・プレスラウ体系参審人法Jの樟成

(1) 条文構或

第 1篇 (Liberprimus)は， r市参事会員について (deconsulibus) Jと

いう表題の下に，全部で29条 (Capitel)の条文を並べている九この篇は，

まさにその表題通仇市参事会員に関する条文を集めており，全体として

市参事会の権謀と，後らの特権と義務が規定されている。

第 2篇には「参審人と裁判人について (descabinis et judice) Jという

表題が付けられ，裁判事i度に関する規定が並べられている O この藁はさ色

に細かく第 1部と第 2部 (parsaltera) Iこ分けられ，第 1部(全部で21条)

では，参審入と裁判入の身分と，彼らの法廷での役割が規定されている倍。

後半の第 2部(全部で78条)では，裁判と関捺する役人のブルクグラーフ，

フォークト，世襲フォークトから始まって，第13条か§震罪金，人命金等

を含む刑罰法規や，そこから派生的に関係する和解，仲裁，決関，保証，

誓約，代言入等が最後の第78条までに列挙されている O したがって，第 2

篇は全部で99条から講或されている。
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第 3篇は「傷害罪，殺人罪と不法行為について (devulneribus， homici-

dys et iniurys) Jである O その第 1部は，主iこ奮害罪，故殺に諒する条文

の39条からなる。さらに第 2部は，一転して民事法の，例えば，世襲財産

等の財産についての訴えや金銭債務等の覆権についての訴え等の，条文か

ら，さらには，もっと広く取引法に係わる条文等の，全部で138条の条文か

らなる。ここでは刑法上の違法行為と，民法上の不法行為とは区別され

ず，あらゆる違法仔為が列挙されているにすぎない。この体系参審人法の

中でも，この篇が最も多い条文数を誇っている。繁栄する商業都市として

の面自躍如というところであろうか。この篇は全部で178条からなる。

第 4篇は円iき渡し，嫁資，移転と後見人について (deresignationibus 

dotaliciis devolutionibus et tutoribus) J と~\う表題の下に，現行法に従え

ば，親族・椙続法等の家族法を扱っている。第 1部は，主に堂襲財産をめ

ぐる椙続法に関連する条文の43条からなる O 第 2部も，一期分，モノレゲン

ガーべ，ゲラーデ，嫁資，そして世襲封産，相続n震位，最後に後見人等，

多少そのJI員序は前後するが，全部で94条の相続法の条文からなっている。

親族法的な条文はそれ程多くはない(3)。ラーパントによれば，この第 4篇

が最もドイツ法らしい条文からなる篇とされる(4)。この第は全部で137条

からなり，第 3篇に次いで，その条文数の多い篇である O

最後の第 5篇は「共通の法Ciuracommunia) Jという表題を持ってい

るO したがって，我々詰，ここには，民法総別のような一般原則が登場す

るのではないかと期待するのであるが，実際には，喜捨料から始まって，

動産の売買，費入れ，水路，関税等の，言わば，上記の 4篇に配分できな

かった条文が集められているにすぎなL、全部で23条から構成されてい

る(5)。

以上のように 5震からなる体系参審人法は，第 1震o，市参事会等の

市制に関する公法的な条文から始まって，第 2篇の裁判所法・訴訟法の条
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文，第 3篇の刑法的な一一民法の不法行為も含む一一条文，第 4篇の親

族・相続法の条文という編成をとっている O 全体として，第 3篇と第 4第

が量的に最も多い条文数をかかえており，すなわち，民事・刑事法がこの

体系参審人法む主たる部分を占めている。この限りで，この法はザクセン

シュピーゲル・ラント法のような慣習法書と同様の特徴を有していること

になる。

ただし，この体系参審人法は，分野的に見れば，ほほ現行法の基本六法

の法分野を一一萌芽的に，ではあるが一一網羅していると言えなくもな

い。だがラーパントによれば，ここには学説集或や法学提要等のローマ

法・教会法の影響は全くないとされる叱上述のように，特に第 4篇の相

続法は，彼によれば，まさにゲルマン法そのものなのであるO

(2) その他のマグデブルク・ザクセン法の法源との爵連性

古クルム法試，体系参審人法において，既に言及したように，第 3篇と

第4第の一部の条文を除きまほ関連する条文を全面的に一一同じような

条文記列において一一見出すことができる O 前節においても述べたよう

に，この法源と体系参審人法との類似性は高いのである O

1261年のマグデブルク参審入委員会の法教示は，ここで法，第 1篇では，

その最初の部分に関連条文を見出し，第 2篇でも，かなりの条文に関連条

文を見出す。しかし，第 3篇で辻疎らに関連条文が見出すのみで，第 4篇

では 5条程度である O 毘様に， 1295年のマグデプjレク参審人委員会の法教

示も，第 2篇から第 4篇にかけて，それぞれ各篇に数条の関連条文を見出

すのみであるへこれ告の 2法源の条文は，体系的に配列し直されたので

はないか，という印象を受けるG したがって，それ以外む多くの条文は，

時期的に見れば， 14世紀以降に登場する一一法判告に由来する条文であれ

ば，判決として下された一一条文ではないか，ということになる O

38 (327)-
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これらの条文の内，マグデプルク参審人委員会の法教示・法判告は，第

2篇までは，それぞれむ第〈蔀)の最後に置かれている O 特に，条文の最

後に「職権により (Von豆. (weyn.))Jという文字が付けられたり， rこ

れについて(記述された〉法が蛤まる (Hyruff get das (geschrebin) 

recht)oJという文言が書かれていたりして，それが参審人委員会の法教

示・法判告であることが蓋ぐ分かる場合もある O 第 2篇までに比べ，第 3

篇からは，このような条文の数が急速に増加し，逆に，法原則を規定した

条文はそれぞれの篇(部)の片隅に追いやられてしまっているような印象

も与える O 第 3篇以下は，まさに璃事・民事法と関係する篇であるから，

そのような個別・具体的な事例を法文とする条文が増加するのも当然と言

えるかもしれなもゆ。

さらに，ここでマグデブルク・ザクセン法の法的基盤とも言えるザクセ

ンシュピーゲノレ・ラント法との関連性の検証も必要であるが，本稿におい

て，ザクセンシュピーゲルの条文との直接的な比較検証を行う必要はあま

りないようである。なぜなら，まさに後者を基盤とした法教示や法判告が

ここに詰多く収録されているかるである O ザクセンシュピーゲル・ラント

法の条文が，そのまま形で，登場することはあまりなL例。

(3) 体系性~弛の中世都市法との比較~

筆者は，ここで，体系参審人法の体系性を，筆者が，以前，分析の対象

としていた他の中世都市法のそれとの詑較によって，検詩してみたL、(180

プレスラウにとって最も親近関孫にあるのは，当然のことながら，母法

都市であるマグデブルクである。ここでは， 14世紀後半になっても，都市

法一一明Teichbildrechtであれ，明Tillkuげであれーーの法典が制定されるこ

とはなしそのような法典は，かなり遡った1270年の『マグデブルクの参

審人法Jのみであった叱
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この参審人法〈全部で52条)の最初の第15b条までは，市参事会を中心

とした都市統治に関する，いわゆる公法部分からなる O その後の第16条以

下では，員事・刑事法の条文が並べられ，篇別の編成はなされていない

し，第15b条までを詮けば，そこに学問的な法期性や体系性も惑じられな

い。その編纂者と思われるマグデブルクの参審人は，まだ学問的な体系性

を考患してはいなかったと言うべきであろう O ところで，体系参審人法も

第 1篇に市参事会に関する条文を置いている点から，この限りでは，この

参審人法と体系参審人法にも類根性はあるということになるG

体系参審人法と司様の体系性を備えた都事法法典が，非マグデプノレク法

の，むしろワューベック法都市に属するハンブルク市において.1270年に，

霊場する。ハンブルクはプレスラウから地理的にもかなりかけ離れてお

り，また政治・経務的な関孫もほとんどない。このハンブんクの法典と

は. r判決帳簿Jと呼ばれる都甫法法典(全部で168条〉である O その編纂

者は，市書記のボイツェンブノレクであり，後がイタリアむボローニャ大学

で法律学を学んだことも知られている。

ハンブルク都市法法典でも，第 1部(全部で22条〉は市参事会に関する

条文から成る。第 l部の後の部では，親族・相続に関する第 3部から第 5

部，員事訴訟・刑事訴訟に関する第s部と第 7蔀と第 9部. 7fIJ罰法に関す

る第10部から第12部が，この法典の主要な部を構成している O その他に呂

につくのは，寂引法を含む民事法がこれらの部の間に記置されていること

である O このハンブルク都市法法典の麗成を体系参審人法とそれと比較し

てみると，後者の体系参審人法では，第 2篇が訴訟法，第 3篇が7flj罰法，

第 4篇が親族・棺続法であるから，願序はハンブルク法とは異なるが， し

かし，これを第 4篇，第 2篇，第 3篇のJI震に並び換えれば，それはハンブ

ノレク都市法法典と同様の編纂方法となり， この限りで，弱者に辻共通の編

纂方法があるということになるO 特に，法典の言頭に市参事会iこ関する条
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文を記量している点では全く共通であるo

同じ1270年頃， リューベック市でも，幾分体系的な法典が出来上がって

いる O いわゆる「バルデ、ヴィク法典J(全部で258条)である O これが書記

官長バルデヴィクによって編纂されたことは知られているが，援にローマ

法・教会法の学識があったのかは判然とはしない。つまり，体系性とか学

問性は，この法典には余り感じられない。しかし，この法典も子細に分析

すれば，その体系性が明らかになるかもしれないが，いずれにせよハンブ

ルク法と比べると，パルデヴィク法典の{本系性は極めて抵いと言える舗。

したがって，ここでは，この法典と体系参審人法を比較する必要はなさそ

うである。

リューベック市において，明白な体系性を備えた，公的な法典が登場す

るのは，かなち遅く 1586年になってからである O これはき交訂都市法法典

(Das Revidierte Stadtrecht)と呼ばれ，その編纂者は，市長リューデイ

ンクハウゼン，法律顧関で法学博士のシャイン，市参事会員フォン・シュ

ティテンの 3入である民ラントヴェーア (GotzLandwehr)によれば，

法律顧問シャインの影響はそれ程大きくはなかったとされる O なぜなら，

彼は外交官としての公務に携わっていたからである O 実費的な編纂作業は

主にフォン・シュティテンに委ねられていたとされる勝。

校訂都市法法典は約418条からなち， 6篇に区分されているG 第 l篇〈全

部で72条)は，事参事会に関する公法部分(第 1章)，市長身分(第 2---

3章)，夫婦関係(第 4'""'6章入後見(第 7章)，財産の種類(第宮---1 0 

章)，から主iこ構成されている。第 2篇(全部で56条〉は，遺言(第 I章)，

棺続(第 2章〉が主であるが，さらに説法〈第 3章)も追加されている G

第 3篇(全部で97条)は，債権・漬務(第 1章)，質権〈第 4章)，寵務保

証〈第 5章)，売買(第 6章)，震貸借(第 8章)，組合(第 9章〉と並ん

で，建築法(第12章〉が主たる部分である O 第 4篇〈全部で86条〉は， 7ftJ 
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罰法規の刑事法からなる O 第 5篇(全部で69条)は，裁判，訴訟手続きと

都事帳簿に関する条文である O 最後の第 8第(全部で38条〉は海法に興す

るO

この全体的な条文構成に，ラントヴェーアはローマ法大全の法学提要の

影響を見，それは法律顧問シャインの関与によるものではないかと誰測し

ている。そむ根拠をラントヴェーアは挙げていないが，おそるく，第 1篇

の「人J~こ関する章と第 3 篇の「財産む得喪」に関する章に，法学提要と

の共通性が見えるというのであろう O しかし，ラントヴェーアも，シャイ

ンの関与，換言すれば，ローマ法の影響はここまでであり，収録された条

文の内容は基本的に古いリューベック法のままであると言う叱確かに，

第 1篇の冒頭に市参事会に関する条文が置かれているのは，上述の1270年

代のマグデブルクやハンブルクの法典と変わりはな~ ¥0 

さて， 16世紀末のローマ法の影響が，北ドイツの商業都市において辻，

なおこのようなものであったとすると， 14世紀末のマグデブルク・プレス

ラウ体系参審人法の条文構成に，ローマ法の影響が見られないとしても不

思議ではない。なぜなら，当時におけるローマ法学の影響はなお微弱で

あったと考えられ，編纂作業を担当した市書記が，条文編成の過程で，彼

らの法学識をたとえ利廃したとしても，その条文内容そのものにまでロー

マ法学的な読点から手を加えるということは考えられないからである。体

系参審人法では，第 1篇から第 3篇までが公法であり，第 4葉以下がどち

らというと民事法からなっている。したがって，その編纂者が市書記のり

ンケであったのかどうかにかかわらず，その条文構成への中世ローマ法学

の影響は麗めて少ないと言わざるをえな~ ¥0 しかし，彼がその編纂におい

て，荷らかの学問的な手法を用いて，全体的な体系化を試みていたことも，

その条文書è~Uから明らかであるO 体系参審人法に続く吉ク jレム法の条文構

成も薦者と沼ぼ同じであるから，これが，少なくとも当時の市民一一一例え
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ば，市参事会員一ーにとっては分かり易い条文構成であり，そのような編

纂方法を編纂者たち，特に市書記たちは意図的に選択していたとも言えそ

うである。

註

(1) P. Laband， das Magdeburg -Breslauer Systematische Schoffenrecht， 

S.2-12. 

(2) ただし第20条は，訴訟手続き法の条文であり，最後の第21条は，参審人によ

る一類分についての具棒的な法判告そのものであるo さらに付け加えるな告

ば，エーベルによれば，第e条から第 2条までは， 1363-1386年頃に作成され

たマグデブルク参審人委員会む法教示，第15条と第16条は1394年以前のそれ，

第17条から第21条まで註1410年頃の法教示または法判告とされる。したがっ

て，ほ沼時期的に新しい法文がs震に付け加えられていった，ということにはな

るo ただし，作成年代については，ゲルリッツが推定した体系参審人法の作成

時期との爵にズレが生じることになる。 F.Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2， 

S. 28-165. 

(3) さ§に，体系参審人法のf患の写本と，古クルム法には収録されている条文が，

補遺として 2条収められている。 P.Laband， a. a. 0.， S. 182-183. 

(4) P. Laband， a. a. 0.， S. XXX溜.

(日 ここでも，体系参審人法の写本には残されていない，吉クルム法の条文が，

2条収録されている。

信，) P. Laband， a. a. 0.， S. XXXIV. 

(7) 位の法援の紹介は割愛する。詳細については SynoptischeTabellen参照。

P. Laband， a. a. 0.， S. 195-218. 

(8) どの条文がマグデプルク参審人委員会の法教示または法判告であるか，そし

て，それはいつ要作成されたのかについて， F. Ebel， Magdeburger豆echt，

Bd.2.を参照。。ラーパントもまた，この史料集の中で，個々の条文についてザクセンシュ

ピーゲルむ関連条文を言及してはL、るo 例えば，第 2篇第 2部む第52条から第

68条までの条文は，決罵を含む裁判手続きに関する条文であるG さらに第4篇

第 2部第23条から第26条までむ条文は世襲財産に係わるが，これらもザクセン

シュゼーゲル・ラント法のそれと類似している。その他iこも数条が時様に後者

に関連条文を持つてはいるが，その数は圧倒的には少なく，全部で20条程度(全

体の数%)に留まっているo

締 拙寝 r3都市法史料に見るドイツ中世都市法の基本的な特色についてJ，佐藤

篤士先生吉希記念論文集刊行委員会編『法史学をめぐる諸詞題J，敬文堂， 2004

年，所収。
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ω 筆者は，旧稿において，この参審人法の発展した法典として体系参審人法を

泣置付けておいた。この擦係は系統的には間違いないが， しかし後者の体系参

審人法はプレスラウにおいて編纂され，前者の参審人法はマグデプルクである

から，少なくも編纂者については両者に共通性はない。前提論文， 136頁o

Q2) 因みに，法典の富頭にあるのは配鶴者鵠に関する条文であり，市参事会に関

する条文は，主に第42条~第57条にまとめられている。

U3) 拙訳 iG・ラントヴェーア n6-19世紀のリューベック法における法実務と

法律学JJ，近畿大学法学，第48巻第 3・4号， 201夏以下。なお，校訂都市法法

典については，拙著『ドイツ中世都市「私」法の実証的研究J，敬文堂， 1996年，

191頁以下参照。

鈎 G ・ラントヴェーア，前掲論文， 197-196票。

U5) G ・ラントヴェーア，前掲論文， 197-195頁。

6. Wマグデブルク・プレスラウ棒系参審人法』の桓別的な特

色

体系参審人法の個々の条文内容を，筆者がこれまで訴究対象としてきた

りューベックやハンブルク法，マグデブノレク法のそれと比較すれば，そこ

からどのような特色が見えてくるのであろうか。

① 「手工業者iま市参事会員となりうるJ

この体系参審人法の興味深い条文は，まず第 1篇第 1部第 4条に登場す

るc この条文には iDaseyn hantwergman Rotman gesyn magJとL、ぅ

表題が付けられている O

こむ第 4条の前の第 3条の法文は，次のように書かれている。すなわ

ち，評判がよく，市民であり，自治制定法 Cbuykur)を遵守する者は，た

とえ市内に世襲財産を持っていなくても Cbeerbet)，つまり，不動産を所

有していなくても市参事会員に選ばれると O これに続けて，第 4条は次の

ように規定する O
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「評判のよい者が我々の市壁内iこ定住し，そむ者が我々の市民であり，彼

が食料品販売を行っているのであれ，またはそれが何であれ，彼を我々市

民は，その誓約とともに，市参事会に選出することができる O もし彼らが

望むのであれば。そして，設は彼の食料品販売について我々の自治制定法

を，地の普通市長と同様に，遵守しなければならないopo

この法文は，遠隔地高業都市リューベックのような，高入門関の支配す

る都市を見てきた者にとっては，ある種の驚きを禁じえなL凡なぜなら，

後者の都市では，封建的な賓族が市参事会員と誌なりえないことが法典に

おいて規定されていることはあっても，手工業者を市参事会に受け入れう

るということを明記した法典はなかったからである印。周知のごとく，マ

グデブルクでも， 1330年代に手工業者組合の代表が市参事会員として選出

されるようにはなるが，それは都市法法典には規定されてはいなかった(3)。

ところが，ここプレスラウでは，前述のように，本来的に，市参事会に，

手工業者を排議する傾向がなく， 1296年には，数は少ないが，手工業者の

代表が市参事会員に選ばれていたことが知られている O したがって，我々

はこの規定にプレスラウの市参事会の長主政治的な註格を読み取ることが

できそうであるO また，このような制度を積極的に評価してもよ~ '0 ただ

い現実の市参事会において，実権を掌握し続けていたむは商人等の門関

であり，手工業者がそれに与ることはなかったのである。例えば，市参事

会内における市長と第 1市参事会員との関係を想起すれば，それは明らか

であろう O 現実の政治状況は，本費において，他の中世都市と大差はなく，

有力門寵による都市統治がプレスラウでも貫徹していたと言ってよい。

② ザクセンシュゼーゲル・ラント法の注釈的な条文

筆者は， I日稿において，マグデブルクの参審人委員会が，ザクセンシュ

ピーゲルを基盤として，すなわち，そのラント法の条文への一種の「詮釈j
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活動によって，独自の学問的な法体系を事実上形成しつつあったのではな

いかと撞測しておいた。そして，これがマグデブルクの参審人委員会の法

的な権威と名声を高めたのでiまないかとも指摘しておいた。この体系参審

人法においても，後らの，注釈的な，より単純化して言えば，解説的な条

文を見出すことができるo f1tlえば，訴訟保証 CKlagengewere) と関孫す

る第 2篇第 2部の第68条である(心。この条文は，ザ、クセンシュピーゲル・

ラント法の 2・15・1と2・15・2~こ岳来する叱訴訟保証の説度の趣旨

はこうである O

そもそも訴訟とは，極論すれば，原告の一方的な提訴によって開始する

のであり，被告は原告から前もって提訴について同意を求め§れている訳

ではな ~'o つまり，被告にとっては，訴訟とは 5常生活を妨げる厄介事以

外の何物でもない。そこで，被告は，訴訟の開始に先立つて，京告に対し

て，備えば，この訴訟の終了後に，第三者が新たに詞種む訴えを提起する

場合には，原告が被告に代わって訴訟に応じる言の保証を求めるのであ

るc この被告輔の要求に対して，原告側が保証人を提示することーあるい

は誓約することーを訴訟保証という尺

ザクセンシュピーゲル・ラント法の 2・15・1では，原告が裁判保証を

行えない場合，彼は，彼の志手，すなわち，人命金の 1/2によって，被

告に縫うべきことが規定されているc さらに次の 2・15・2では，訴訟

物がへールゲヴェーテもしく世襲財産である訴訟において，原告が訴訟保

証を行えないない場合には，原告は被告に慶罪金を支払い，自らの動産を

失う，と規定されているのである O

さて，体系参審人法の第 2篇第 2部の第68条辻，ザ、クセンシュピーゲ

ル・ラント法の 2・15・1と2・15・2の解釈の仕方として，次のような

回答を与えているように見えるへまず， 2・15・1の問題点は，いかなる

訴訟の場合に原告が人命金の半額を被告に支払うのか，がはっきりとは
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せず，さらに，その具体的な金額も幾らであるかも示されていないことで

ある O そこで，第 2篇第 2部の第68条は，裁判保証の対象となる事案は不

法行為または昔と手に関する訴え一一どちらかと言えば，刑事事件一ーの

場合であること，そして，その擦に原告が第三者からの訴えに敢訴するc

であれば，彼が被告に人命金の半額，すなわち 9ポンドを支払うべきこと，

と規定している O 次に 2・15・2では，震罪金の金額，裁判入への罰金

が幾らであるかが，規定されて iま~\な L、。これiこついて，ここでは，敗訴

した原告は保証の対象となった封産を被告に返却し，被告に釦シリンクの

襲罪金を支払うこと，そして，さらに，裁判人にも罰金として 8シリング

を支払うことが規定されている O

条文の最後には f職権により (Von Rechts wegen) Jという文言が付せ

られている O これは，法判告・法教示を諦め揺る賞用匂としてよく利用さ

れている熟語であり，前述のように，これを記載したのがマグデブルクの

参審人委員会であることは明らかである O 因みに，この書面の律成時期

は，エーぺんによれば， 1363年とされる{80

以上むような，ザクセンシュピーゲル・ラント法との比較によって，第

2篇第 2部の第68条が，どのような背景の下に霊場したかについても，次

のような想像が揚く O すなわち，プレスラウの市裁判において，原告・被

告の訴訟当事者が，または彼らの代言人が，ザクセンシュピーゲル・ラン

ト法の 2・15・1と2・15・2，こ基づいて訴えた。つまり，彼らは，これ

らの条文の存在を知っていた。しかし，彼らは，再方の条文の意味する所

を必ずしも適格には理解してはいなかった。あるいは，訴訟当事者の毘

に，それについて解釈をめぐる争いがあった。この争いについて判決を下

すべきプレスラウの参審人委員会もまた正しい冨答を与えることができな

かった。そこで後者は，プレスラウ市参事会を通して，マグデブルクの参

審人委員会に，この件について問い合わせを行った。その回答がこの第68
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条であった，ということである O

以上のことは，法史料のどこにも書かれてはいないのであるから，なお

空想、の域を出ないが， しかし，このような事椀を検討し，その結果を覆み

重ねてゆけば，マグデプルクの参審人委員会によるザクセンシュピーゲ

ル・ラント法を基盤とする，ある種の，独自の実用法学の形成，を証明す

ることができるようになるかもしれな~'0 

ただし，彼らは， リューベックにおいて克られたような，そこから，さ

らに「世襲財産」に対する家族法的な制限を緩和して，世襲財産を所有者

の自虫な処分に委ねることを可能とするように工夫したり，または，その

ために薪たに「動産化された不動産」といった法概念を創造することはな

かったようである叱つまり，彼らは，基本的iこ，ザクセンシュピーゲ

Jv・ラント法の枠内に留まっていたように思える O まさに，この保守的な

姿勢こそが，ザクセンシュピーゲんを主たる法源とする人々にとっては，

彼らマグデブルクの参審人委員会の法的な権威と名声を高めることになっ

たと言えないであろうか。

③ 昌治制定法(羽Tillkur)

マグデブルク法の特徴のーっとして，都市法 CWeichbildrecht) と自治

制定法何Tillkむ)が明白に玄関されていたこと，後者の自治制定法は市

場法に限定されていることが，挙げられる O これは，既に1261年の法教示

にも規定されている O この体系参審人法でも，第 1篇の第13条までに市参

事会む自治制定法についての法文があり，その立法権の範毘は，基本的に，

上記のような車場法の枠内iこ留まっている O しかし，第 3篇第 2部第41条

と第42条では，自治制定法の対象が市場法を越えて拡大されていることが

看取される O エーベルによれば，両方の条文は1363-1386年壌にマグデプ

ルクの参審人委員会から送付された法教示とされる任したがって，この
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権摂拡大はプレスラウ甫参事会が一方的に拡張したものではなく，マグデ

ブルクむ参審人委員会もまたこれを容認していたことが分かるG この 2条

は，博打に使用される偽造サイコロについて規定している叱

第41条では，博打については市参事会員が自治部定法を制定しうること

が規定され，第42条では，おそらく前条を受けて，博打について辻，裁判

入や参審人が裁判するのではなく，市参事会員が裁判すると規定されてい

るO この内容は，プレスラウで誌，マグデブルクとは異なり，参審人委員

会の地位が市参事会よりも下位に泣置づけられていたから，裁判人や参審

人が裁判しない場合には，容易に市参事会が裁判を行うことができた，と

いう推灘を許すように晃える O ゲルリッツも，これらの条文を甫参事会が

不法行為を裁判管轄の対象とするようになってL九く過程の 1コマとして紹

分している。ただし，これらの 2条は，マグデブルクの参審人委員会も認

めているところであるから，マグデブルクでもプレスラウと同様の事態、が

進展していたと見るべきなのかもしれなL例。

しかし，ここから，我々はプレスラウが， リューベックのような市参事

会が全ての権力，立法・行政・司法を掌中にし，さらに対外的にも自立し

た都市冨家的な性格を獲得していった，と見なすことには慎重であるべき

である。都市の自立性を示すキーワードとして「都市の空気は自由にするj

という法原則がある。これは， 14世紀のリューベックの法典自体iこは未だ

登場しないものの，近隣のハンブルクの1270年の都市法法典に誌既に明記

されており〈第 7部第17条)，この法典は後にリューベックにも受け入れら

れたから，この法原則がリューベックでも本来的に妥当したこと辻間違い

なL、。

その内容は， もし市外の領主がハンブルク市民を，自分の隷属畏である

として，市に対してその身柄の引護を求めたとしても， 2人の市参事会員

が，その者が市長であり 1年と 18の関，何らの異議も受けることなく
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一一身柄の引渡を求められることなく一一市内に居住していたことを証明

しうるむであれば，こり引渡を市は拒否しうる，というものである O

これに対して，体系参審人法には，このような法原則を規定した条文は

見当たらない。第 3第第 2部第55条に，ザクセンシュピーゲル・ラント法

3・32・5~こ畠来する 1261年の法教示の第50条が，そのまま収諒されてい

るにすぎな~'0そこでは，自己の自白身分については血縁者を含めて 7人

の証人む証言が必要とされる，と規定されているだけである O ここから，

推測をたくましくするならば， リューベックとプレスラウの市参事会の，

都市君主を含む近隣の封建領主に対する，それぞれの姿勢の違いが現れて

いるようにも思えるG すなわち， リューベックの，都市君主や近隣の封建

領主の影響を極力排除するという姿勢に対して，プレスラウの，前述のよ

うに，都市の自治を都市君主に対して貫徹させるというよりも，むしろ都

市君主む権力や権威を都市統治に積極的に利用するという姿勢である O そ

うであれば，近隣の農村における法一一それはザクセンシュゼーゲル・ラ

ント法に代表されるのであろうが一ーを受け入れ，必要な限りで，自治制

定法によって修正するというプレスラウ市参事会の対応も理解できるよう

な気がする。

④ eygenin 

第 3篇第 2部の第68条から第80条辺りに，まとまって差押えに関する条

文が登場する叱いずれも具体的な訴訟事件におけるマグデブルク参審

人委員会の法判告を条文として並べているように見えるだけで，何らかの

基本的な法原期が抽象的に示されているようには見えなL、。しかし，これ

らの条文に筆者が興味を覚えるCは，世襲財産，すなわち不動産が，憤務

のために差押えられ，債権者に引き渡された後の，債権者の当該不動産に

対する「権利jが，なお不十分であれ，しかも動詞のみによってではあれ，
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次第に表現され始めているように見える，ということであるO

第80条は.gutの差押え手続きを規定するQ4Jo gutは，ここでは，条文を

読めば明らかなように，不動産であり，より具体的には，所領，農場，星

敷地という訳語が当てはまる O この条文によれば，差押え権者は毘行した

役人とともに 38間そこに留まり，その148後の裁判集会において，最初

の差押えの公示を行い，全部で 3回の裁判集会での 3国の公示後，彼は参

審人の判決とともに eygemnされることになり，そしてその後詰，彼はこ

の不動産を一一おそらく裁判所の許可を得て一一売却することができる，

というのである O

ここでの eygenin'こ，所有権を判決によって付与する，という意味が込

められていること詰まちがいなさそうである O なぜなt?不動産を ey-

gemnされた者は，その不動産を処分，売却することができる，からであ

るO つまり， eygemnという動詞が，物の支配とその処分とを結び付けて

いるのである O この条文は本来的には1295年の法教示の第 5条であり，こ

の用語の霊場時期を考える上では，示唆的であるO 同様の意味において

eygenmが使用されている条文は，これだけではなく第65条(占有指定後

に許可gnitwirt).第105条(同様〉もそうである師。因みに，体系参審人

法と緊密に関係する「古クルム法Jの編纂者のレーマンは，同書む索引に

おいて，この単語に「暫決によって所有権を付与すること，所有権として

(を?)請求すること」という訳語を付けている陣。ここから，所有権と関

係する用語としての eygemnが，マグデブルク法では，史料では，少なく

とも13世紀末から霊場する，と言えそうである。このような意味での ey-

genen は， リューベック市では，筆者の管見する眼弘法史料には見られ

な~'0マグデプルクの参審人たちは，当時既に所有権を表現する，あるい

はそれと密接に関連する法用語を使用し始めていたのかもしれなL抑。
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⑤ 市参事会の面前iこおけるアウフラッスング

世襲財産のアウフラッスング一一譲渡または引渡一一誌， ドイツ中世法

の一般的な法原期によれば，伝統的に定期裁判集会に由来する，裁判人と

参審人から成る正規の裁判集会一一プレスラウでは市裁暫一ーにおいて行

われるべきものとされている O この原知は体系参審人法でも繰り返されて

いる。第4篇第 l部の第 1条「譲渡について (Von uf gobe) J は，市裁判

において行われたアウフラッスングは，平穏な 1年と 1日の経過後，裁判

人と参審人の証言とともに，他の第三者からの請求に優先して有効に留ま

ると，規定するを8)。これは，既iこ1261年の法教示，それからマグデブルクの

1270年頃の参審人法にも査場する法文であるから，それが，言わば，マグ

デブルク・ザクセン法の普遍的な法原期であったことも龍違いなL三。

ところが，この篇の同じ第 1部の第21条は，まず「関擢中の裁判集会に

おいて裁判人と参審人の面前で」行われた世襲財産のアウフラッスングが

有効であると規定する O これだけであれば，何ら驚くには当たらなL可。と

ころが，さらに「開鑑中の市参事会においてj行われたアウフラッスング

は「マグデブルク法によれば無効Jであると，わざわざ明言しているので

ある倒。この条文は， F・エーベルによれば， 1363-1386年頃のマグデブル

クの参審入委員会の法判告・教示のーっとされる民なにゆえ参審人たち

は，裁判集会におけるアウフラッスングの有効性だけではなく，新たに，

古参事会でのアウフラッスングの無効性までも言及する必要があったので

あろうか。

ゲルリッツがこれについて説明を加えている O 彼によれば， f3.自治都

市プレスラウの発展j において述べたように，甫参事会による1324年の世

襲フォークト識の獲得以後，実は次第に市参事会においてもアウフラッス

ングが行われるようになっていった，というのである O しかし，裁判入と

参審人からなる市裁判とは異なり，市参事会の審議が非公開であるから，
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ここでの法律行為は，中世法が要求する公開性の原期を満足させることは

できなかった。したがって，市参事会が，その要件を満たす法制度を準舗

できない関は，法律行為む公開性の要求を満たす市裁判でのアウフラッス

ングもまた存続し続けた。そこで，市参事会は一一時期試不明であるが，

おそらく 1380年代に 一つの自治輯定法を定め，これによって市参事会

におけるアウフラッスングを有効にするための措置をとった。それは，ま

さに，マグデブノレクの参審人委員会が上述の法判告・教示をプレスラウに

送ってきた頃でもある O この自治制定法の内容は， 15世紀末の法史料であ

る f正しき道第俗世主echteWeg)Jの Buch0 o第76条に残されてい

る的。同条iこよれば，市参事会員の面前で行われたアウフラッスングにつ

いて一一おそらく 2入の 市参事会員が，市裁判において，それを証明

するのであれば，それは有効となる，というのである。ここからも，援に

アウフラッスングが実際には市参事会の面前で行われていたこと，が明ら

かである。さらに市参事会の面前でのアウフラッスングが，市参事会の

管理する都市張簿に登記されることが慣行となり，やがて制度化していけ

ば，もはや市裁判でのアウフラッスングはその必要性を失ってしまう O な

ぜなら，都市帳簿が当該法律行為を記録として留め，それを関係者詰箆覧

できるのであれば，これによって中世法の求める公開の原則も十分に満た

されることになるからである O 他方，参審人は当該アウフラッスングに関

する書面を発行するだけで，市参事会の管理するような都市帳簿も有して

はいなかったのであるo 1450年頃からは，市参事会の面前でのアウフラッ

スングが一般化し，これが市裁判でのアウフラッスングを圧倒していっ

た，と彼は言うのである鈎。

この説明に，プレスラウの市参事会と参審人委員会との関係から見て

も，不自然さは惑じられな~'0我々にとって興味深いのは，この条文にお

いて，マグデブルクの参審人委員会が，プレスラウにおける噴行を一切認
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めず，市裁判におけるアウフラッスングの有効性を強調し続けていること

である。前述む「③自治制定法Jにおいて見たような，彼らの容認の姿勢

はここでは感じられない。おそらく，この問題は，後らの本来的な活濯の

場である市裁判の管轄に抵触するものであったから，彼らに妥協の余地は

なかったのであろう。さらに興味をそそられるのは，マグデプルクの参審

入委員会の法判告・法教示にもかかわらず，ここプレスラウでは，市参事

会による参審人の権限の浸食，すなわち，マグデブルクとは異なる，市参

事会の参審人委員会に対する覆越化が着実に進行していることであるG プ

レスラウはマグデブルク法都市ではあるが，ここでは，必要に蕗じて，マ

グデブルク法措，その基本原郎でさえも，諺正されえたという点において，

プレスラウのマグデブルクからの法的な自立性も感じない訳にiまいかない

のである G

註

(1) Wo eyn bedirman ist besessen bynnyn vnsir rinkmuyr， der vnsir burger 

ist， her habe spysekouf veyle adir was das ist， den mogin unse burger in 

den rat kysen uf eryn eyt， ab sy wellin vnd der mus an syme spysekoufe 

vnsir buyrkur haldin glich eyme andirn gemeynen burger. 

(2) キール法典第 3条，ハンブルク都市法法典第 l部第 3条。前者のキール法典

は言言語 f5.rマグデブルク・プレスラウ体系参審人法jの構成Jで言及した

リューベックのバルデ、ヴ、ィク法典と内容的に同じものである。なお，食料品販

売を生業とする者を，手工業者と見なしうるのかという疑問もなりたつが，こ

こでは食料品販売業者を，この条文む表題むごとく，手工業者として例示的に

示していると理解する方が文意に沿うように思われる。

(3) エーベルによれば，この条文は1352年より龍の頃のマグデブルク参審人委員

会の法教示であるとされるから，後者も市参事会に手工業者が議席を占めるこ

とを容認していたとも言える。 F.Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 24 o 

第 7番の史料。

(4) 勉iこも同様の条文があると患われるが，この条文は，ザクセンシュどーゲ

ル・ラント法に関連条文を見出すだけではなく，それがマグデブルク参審人委

員会の法判告・教示であるということも分かる条文である。なお，エーベルは，

「注釈jではなく， Lauterungという用語を使用しているようである。 F.Ebel， 
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Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 124の第195番の史科の表題。。久保正播他訳『ザクセンシュピーゲル・ラント法j]，創文社，昭和52年， 156 

-157頁0

0 久保他訳『ザクセンシュゼーゲル・ラント法jの 2・15・1の註o 156頁。 K.

Ebeling， Klagengewere， in Handworterbuch zur deutschen Rechts-

geschichte， 2. Bd.， Berlin 1978， Sp. 851-853. 

{吟試訳 f68.誓約されたゲヴェーレについてくVongelobtir were) J (吉クルム

法，第 2部第80条)

ある者(=原告A一筆者，以下同様一〉が弛の者(=被告B)に不法行為ま

たは，首また誌手と関係するある事案のために(裁暫)保証を約束し，それを

付与し，その後彼の血録者の一人または別白者(=第三者C)が(訴訟を提起

すべく〉出頭するのであれば，その者(=被告B) 0)ために復(=原告A)は

正当に約束された保証を遵守すべきであり，そしてその毘じ事案について，保

証を付与された彼(=被告B)を訴えるのであれば，保証を誓約した者(=原

告A)は，それに応じ，訴えを退け (entretin)，責任に志じ(vortretin) ，そ

して後者の原告(=第三者C)を退けるべきである。彼がこれをできないので

あれば，彼は彼(=被告B) ，こ蹟罪のために賞わなければならなL'0それは右

手であり，それによって彼は保証を誓約したのである。その手を彼は受け戻

し，そして人命金の半額で解放することができるG それは 9ポンドである。そ

の金額を設は被告に与えるべきである。彼iこ後詰保証を誓約したのである。裁

判人には彼の罰金を支払うべきである。しかして設が財貨，従って世襲財産，

へールゲヴェーテ (herweteRade) ，または動産のために課証を誓約しており，

他の者(=第三者C)がやって来て，保証が誓約された者(=被告B)を訴え

るのであれば，保証を誓約していた者は，そのもう一人の原告(=第三者C)

を適法に退けるべきであるc 彼がそれをできないのであれば，被はその財貨と

財産を，それについて後は保証を誓約していたのであるから，被告に返却すべ

きである。彼は彼に30シリンクを臆罪金として支払うべきであり，裁者i人には

寄金を(支払うべきである〉。それは 8シリンクである。職権により (Gelobit

eyn man vnd tut dem andirn eyne gewere vmme vngerichte adir vmmme 

eyne sache， dy an den hals adir an dy hant tryt， kumpt dor noch eynir 

synir vronde adir eyn andir， vor den her billich dy gelobte were haldin sal 

vnd beclagit en vmme dy selbe sache， do ym di gewere gelobit ist， so sal der， 

der dy gewere gelobit hat， den antwortern entretin vnd vortretin vnde den 

lecztin cleger abwysin ; enmag her des nicht getun， her mus des vorbusyn 

ym eynir vorbuse， das ist syne rechte hant， do mete her dy gewer gelobte. 

Di hant mag her abir ledigin vnd losin mit eyme halbin wergelde， das sint 

nun pfun仁 Dasgelt sal her gebin deme antworter， dem her dy gewer gelo-

bit hatte vnd sal dem richter gebin syn gewette. Hot her abir dy gewer ge-
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lobit vmme gut， alzo erbe vnd herwete Rade adir andir varnde habe， kumpt 

eyn andir vnd clayt uf yenyn， de訟 dygewere gelobit was， zo sal der der di 

gewere gelobit hatte den andirn clegern ab wysin mit rechte; enmag her des 

nicht getun， so sal her das gut vnde di habe， dorumme her di gewere gelobit 

hatte， dem antworter wedir lasyn， alzo das her ym dryzsic schillinge sal czu 

buse gebin vnd deme richter eyn gewette， daz synt acht schillinge. Von R. 

weyn.)。

(8) F. Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 80の第113番の史料を参照。これ

;ま，当然のことながら，体系参審人法の第 2篇第 2部第68条と毘じ法文である。

(9) r世襲財産」は，体系参審人法では，倒えば，第 4篇第 2部第47条，第48条に

登場する。前者は1363一部年頃，後者は1368年のマグデブルク参審人委員会の

法教示・辛苦告である Q いずれの場合も，世襲財産の処分には最近親相続人の同

意が必要であることを規定する O ただし，第48条は，やむをえない事由を拡大

解釈することによって，最近親相続人む同意を緩和させているように読めなく

もなL、。「獲得財産」は，例えば，第 4篇第 1部第37条に登場する。これiま1397

年嘆にマグデブルク参審人委員会から送付されたとされる。その内容は，獲得

財産についての缶統的な定義を繰り返している O

紛 F. Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 101の第152番 b)の史料と， S. 109 

の第167番の史料。

ω試訳「第41条薄打と鵠造のサイコロについて (Von toppilspil vnd valsche 

worfele.) J (古クルム法，第 3部第78条〉

薄紅は悪ふざけの遊びである。聾打を好む者は，サイコロをかみ砕くべきで

あり，自ら意、け者 (trogene)と見なされる (bewarn)べきである。裁判人が

博打について裁くべきでない場合には，市 (stetin)内にいる市参事会員が，

最も賢き人々の助言とともに，博打と偽造のサイコロについて自治制定法(wil-

lekor)を定め，人々が博打で何か余りにひどく (sere)損害を受けないように

統制すべき (steurin)である O 職権により (Toppilspilist eyn spil von mut-

willin ; wen des spiles lustit， der sal dy wurfele vor besen vnd sal sich vor 

trogene bewarn ; wenne der richter sal obir toppilspil nicht richtin， sundir 

di rotman， di in den stetin sint， di mogin mit der wiczegistin lute rote wol 

seczIn willekor obir toppilspil vnde obir falsche worfele vnd daz steurin， uf 

daz di lute mit toppilspil icht czu sere beschadegit werdin. Von R.)o 

f第42条書打による罰金と拘束について (Von wettegelde vnd hindirnisse 

by toppilspil) Jo (古クルム法，第 3部第79条〉

人々が賭(wetteleufe)で馬また辻局様の物を賭け，あるいは遊びである者

が勉の者を，それが悪ふざけであるとして捕らえるのであっても，それについ

て裁判人も参審入も判決を発見すべきではない CWettenlute vmme wette-

leufe mit pferdin adir des glich adir in deme spele ymant den andirn hin-
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dirt， daz ist eyn spil von mutwiln， do sal der richter nicht obir richtin noch 

di scheppfin orteil dorobir vindin.)。
なお，この 2条の諒後の第40条と第43条も薄打に関する条文である0

Q2) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 80. 

U3) 第68条と第74条が， 1352年以前のマグデプルクの参審人委員会む法教示であ

り，第79条が1261年の法教示，第80条が1295年の法教示である。それ以外の条

文は，概ね1363-1386年頃のものである。 F.Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2. 

鵠試訳 「第80条差し押さえの法について (Von der vrone rechte) J (古クル

ム法第3部第110条)

ある者から彼の所領 (gut)が適法に差し持さえられるのであれば，それを，

それを差押えにもたらした者(=集権者〉が，差押え役人とともに 3星夜の関，

占有す (beseczin)べきである。披はさらにそこで食事し，差押え役人ととも

に宿泊すべきである O その後，彼はその所領を， 14夜後の集会において，たえ

ず 3度公示すべきである。第 4回Eの集会において，裁判人は彼にそれについ

ての平和を命じ，それを彼に参審人の判決とともに所有とするべし (eygenin)。

彼は許可を得てそれを売却することができる。そこで彼に何かが残されるので

あれば，彼誌それを彼に返却すべきである。彼に損失が出るのであれば，彼は

さらに請求するくWirteynym manne syn gut gevronit mit rechte， daz sal 

ienir beseczin der is in dy vrone gebrocht hot mit der vrone dry tage vnd 

nacht ; her sal dorynne essyn vnde slafin mit der vrone ; dor noch sal her 

daz gut uf byten czu dryen dingin ymmir obir vir・czennac.ht， czu dem 

virden dinge sal ym der richter vrede dorobir wirkin vnd sal is im eygenin 

mit der scheppfin urteil. Vorkoufin mag her is denne mit wissinschaft ; 

leufit denne ym icht oberig， her sal is ieme wedir heryn ; gebricht ym， her 

vordir aber vorbas.)。
U5) エーベルによれば，いずれも， 1352年以前に，マグデブルク参審人委員会に

よって作成されたとされる。 F.Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 30の第

23番の史料と， S.28の第17番の史料。

総 C. K. Leman， Das alte kulmische Recht， S. 273.さらに Fマグデブルク法賓

間』の編纂者ベーレントも，語嚢索引 (Glossar)において，間接む理解を示し

ている。 F.Behrend， Die Magdeburger Fragen， S. 254のeygnenの項を参照o

m 拙著 f ドイツ中世都市「私j 法の実証的研究~， 246夏以下。ただし，筆者iま，

当時， Eigentumを念頭において，史料課査を行っていたから， elgenenが所有

権と関採のおる用語としては使用されていないと結論づけたが妻再度， elge-

nenだけを集中的に取り上げて検討すれば，マグデブルクの参審人委員会と詞

様の結論に至る可能性もない訳ではなL、。なお，周知の知く，ザクセンシュ

ピーゲルにおける Eigenについての詳組な研究として，我が国iま，石川武「ザ

クセンシュピーゲルにおけるアイゲンJ，r法制史訴究~，第36巻， 1986年，があ
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るが，在JII教授は，中世都市における elgenenについては，余り論じてはおら

れなL、から，ここでは言及しない。

鱒 1. Von uf gobe (吉クルム法，第 4部第 1条)

Was zo eyn man gebit in gehegtim dinge， besiczit her do mete yor unde 

tag an ymandis wedirsproche， di recht ist， des ist her nehir czu behaldin mit 

deme richter und血 itden scheppfin， denne is (ym) ymant vntfremdin moge. 

錫試訳「第21条 開催中の裁判集会または市参事会員の面詰での財産のヲi渡と

贈与についてくVongobe vnd von reichnunge gutis in gehegtim dinge ader 

vor den rotmannenJ J (古クルム法，第 4部第21条)

ある者が，関盤中む裁判集会において裁判人と参審人の直前で，彼の子供の

1人iこ， 100マルク・グロシェンを彼のすべての財産から，億の子訣たちに優先

して蔀もって引き出し，彼の死後それを処分しうるように与え手護す。しかし

て被が生存している簡に，後が自らその貨幣について，それを処分する権限を

えよう (gewaldic)としたとしても，そり贈与は変遷されたり (gewandilt)， 

撤毘される(vorruckit) ことはな~'0その贈与は有効であるべきであり，その

子棋は彼の父の死亡後iこ，彼の父の封産の100マルクを，それが裁判所に置かれ

ている世襲財産と財産について，そして彼のすべての動産と現金について，彼

がそれを裁判所内に，それとも外に有していようとも，地の子供に憂先して着

手し，取得すべきである。開鐘中む裁判集会において裁判人と参審人の露首で

仔われ，譲渡されたすべての贈与と引き渡しは，後らの証明により(有効に)

留まり，効力を有すべきである。しかしながら，開催中の市参事会で行われた，

すべての贈与と引き渡しは，マグデブルク法によれば無効であり，適法に有効

とはなりえなも'0なぜなら，それらは正しい裁判集会において生じたもので

も，なされたのでもないからで為る。職権により (Gebitund vorreichit eyn 

man in gehegtim dinge vor richter unde vor scheppfin eyme synir kindir 

hundirt mark groschin in alle syn gut vor us czu nemyn vor andirn kindin 

noch syme tode czu tun und czu lozin， dy wile her abir lebt， zo wil her selbir 

gewaldic syn des geldis vnd do mete tun vnd lozin， wirt di gobe nicht gewan-

dilt noch vorruckit ; zo sal di gobe blibin und hat craft vnd macht， alzo daz 

daz kint noch synis vatir tode di hundirt mark an alle synis vatir gute an 

eygene ader an erbe， daz bynnyn deme gerichte leit， und an alle syne var-

ende habe vnde gereithschaft， wo her die hette bynnyn deme gerichte adir 

do busen， sal czu vor andirn kindin habin vnd sal nemyn. Alle gobin und 

vorreichunge， di in gehegtim dinge vor richter unde vor scheppfin gechit 

und gegebin wirt， di sal noch irre uzwisunge blibin vnd sal craft vnd macht 

habyn. Abir alle gobin und vorreichunge， di do geschit vor eyme 

siczczInde rote， di ist machtelos noch meydeburgischem rechte unde moge 

mit rechte nicht besten noch deme mole， daz ze vor gerichte in rechter ding 
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stat nicht geschen noch getan wordin. Von R.)。

錦 F. Ebel， Magdeburger Recht， Bd. 2.， S. 105の第159番の史料。

立1) 試訳「市参事会員の面誌での贈与，ヲi渡，自治制定法 (Vongo bin reichunge 

vor den rathmannen， wilkor) J。
ある者がプレスラウの関鐘中む市参事会の面前で引き渡す物は，それが何で

あれ，相手方が誰であれ，それを市参事会員が開催中の裁判の面前において証

明するのであれば，それは有効である。それが開催中の裁判の面前において行

われたと司様iこ，である(Wasein man vorreich七voreyme siczenden rathe zu 

Breslaw， es sey， weme es sey， das dy rathmanne bekennen vor gehegtem 

dinge，せashat craft und macht gleicherweise， als es vor gehegtem dinge 

geschen were.)。

F. Ebel (hrsg.)， Der Rechte Weg， Ein Breslauer Rechtsbuch des 15. Jahr-

hunderts， Bd. 2，豆oln2000， S. 882. 

告2) Th. Goerlitz， a. a. 0.， S. 83-85. 

7. 結びにかえて

筆者がこの体系参審人法に取り組んだのは，本来的には，マグデブルク

法とはL、かなる法であったのかという研究目的からであり，本稿において

指擁したようなマグデブルク・ザクセン法研究の一環としてで、はなかった。

それゆえ，中世都市としてのプレスラウにも，それ程の関心が始めから

あった訳ではなL王。しかし，体系参審人法の内容を的確に理解しようとす

ればする程，中古都市プレスラウの社会・市政状況む基本的な特色の理解

がどうしても必要があることが判明し，そこで，本稿では，かなりの夏を

ーーなお不十分なものであること辻自覚しつつ-ーその言及に割いた。そ

の分，体系参審人法については，そり顕著な特徴を指掃するに止めざるを

えなくなってしまった。

筆者は，この研究作業を開始する以前は，マグデブルク法は，マグデブ

ルク法都市の閣では，さ iまどの相違はなく，マグデブルクの参審入委員会

を葉点として，その一定の等震性が保たれていたのではないか，と想橡し
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ていた。確かに，マグデブルク参審人から頻繁に発せられた法教示・法判

告は，それが維持されていたことをうかがわせる C その際，彼らは，基本

的にザクセンシュピーゲjレ・ラント法を基盤としつつ，その枠内からはず

れることなく，しかし他方で L如 terungを通じて，さらにその実用性を高

めていたようであるから，このザクセンシュピーゲル・ラント法という共

通の法的な基盤が，マグデプルク法都市の法的な統一性を，他の宇世都市

法には見られない程に，誰持していたこともまちがいな~ ¥0 

しかしながら，プレスラウの事参事会，参審入，市民，都市君主のあり

方も考憲に入れて，体系参審人法を眺めるならば，そのマグデブルク法の

一体性も決して完全なものではなかったことも看て取れる O 例えば，昌治

制定法の管轄をめぐる法教示・法判告は，マグデブルクの参審入委員会す

らもプレスラウ甫参事会の立法権の拡大を容認していたように見えること

である O これに呼応するかのように，市参事会でのアウフラッスングの慣

行が一一おそらくマグデブルクでは進行しなかったで、あろうが一一マグデ

ブルクの参審人委員会の強い反対にもかかわらず進行しており，それはプ

レスラウ参審人委員会の権限の縮小化につながったであろう O

これは，すべてのマグデブルク法都市が必ずしもマグデブルク市と同様

の干普段構造ではなかったことと関連する C 特に，プレスラウは，マグデブ

ルク市とは異なり，どちらかと言えば， ワューベック市iこ近い建設都市で

あった。本来的に権力を保持する参審人委員会も存在せず，市参事会の成

立とともに，市参事会は，世襲フォークトやラントフォークト職， Lande-

shauptmann識の獲得に見られるように都市君主の権謀を掌中iこ収め，

司法・行政・立法を掌握し，参審人委員会もまたそお統治講造の中iこ位置

づけることができた。参審人委員会からプレスラウ市参事会への問い合わ

せ，そして後者からマグデブルクむ参審人委員会への問い合わせを，思い出

していただきた~ ¥0 それ珍え，ここでは，マグデブルクのような参審人委
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員会と市参事会の「分離型」的なあり方法，ありえなかった。市参事会自

体も，市参事会員の中の有力な商入門閥に掌握されていたのであるG しか

し，プレスラウはりューベックのような商入門閥の支配する市参事会支配

の都市とはならなかった。なぜなら，彼らブレスラウ有力市長は，中層市

民や手工業者震を排除せずに市参事会員として受け入れていたからであ

るO そのような中で，後ち蕗入門閥が権力の中枢に産り続けることができ

たのは，おそらく彼らが，都市君主の権力を，後らむ都市統治の正当化と

してうまく活用しえたことによるように晃える。第 1市参事会員や長老と

都市君主の結び付きがそのことを誰挺させる。このことは，法的なレベル

でも実現されている。 1356年のシュレージェン・ラント法の編纂者の半数

はプレスラウ市参事会員が占めていたのである九

以上のようなプレスラウの社会的，そして法的自立性を考慮すると，も

はやマグデブルク法という披念では，体系参審人法に残された条文を把握

することはできず，マグデブルク・ザクセン法という新たえE法概念が必要

になるのも理解できる O

筆者は，この体系参審人法の特色を，マグデブルク， リューベック，ハ

ンブルク法との比較を念頭におきながら，市棋に関する法分野，ゲヴェー

レ等の不動産法を含む民事法等を中心に言及した。それゆえ，それ以外の

法分野については，ほとんど触れてはいな~ ¥0 特に，非ドイツ系の都事住

民への言及は不可避で、あろうが，現時点では，全くできていな L、。した

がって，本稿が体系参審人法の基本的な内容と特色を解明したと言うには

まだほど遠い。

ドイツにおいては， F・エーベルと彼の弟子たちによって，マグデブル

ク・ザ、クセン法の，より原典に近い法文を明らかにする書誌学的な実託研

究が進捗してはいるが， しかし，それらの条文を再度読み直し，そこから

その法の理論性や体系性を論じ，さらに，社会・経済状況等0)， その題辺
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事情までも視野に寂めた法史学的な研究は，思いの外，進んではいない印

象を受ける O 非ドイツ入である我々の手にも負える研究課題の一つがここ

にあるように，思われるのである G

註

(1) 同法へのザクセンシュゼーゲル・ラント法む影響と並んで，フラマン (fla-

misch)法がこれに影響を与えていたことも知られているt'- この地域の法への

ドイツ法以外の影響も将来的に拭検討しなければならない課題の一つで為る。

シュレージェン・ラント法については，とりあえず F.Ebel， Schlesisches 

Landrecht， in Lexikon des 1¥在ittelalters，7. Teil， 1995， Sp. 1484. 
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